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わが国では、少子高齢化に伴う人口構造や雇用環境、家族や地域社会を取り巻く社

会背景の変化により、家族機能の低下に加え、地域における人間関係の希薄化が進み、

社会的孤立や経済的困窮、虐待、ひきこもりなど、深刻な問題が増加しております。 

また、東日本大震災や熊本地震をはじめ、大小問わず様々な災害が全国各地で頻発

しており、今まで以上に地域の“支え合い”が求められております。 

こうした中、我々、社会福祉協議会では、“共生・支え合い”による地域社会の実現

を目指し、福祉サービスや相談援助などの個別支援と住民が活動を行うための地域支

援をしていくとともに、包括的な支援の仕組みづくりを、関係機関・団体と連携・協

働しながら、住民主体による地域福祉活動を進めてきております。 

一方、国では、福祉制度をはじめとする様々な国策において、地域の力の重要性が

示されており、公助だけでなく、共助・自助が求められております。 

当然ながら、地域福祉活動は、制度ありきの活動ではなく、一人の問題を地域の問

題と捉え、一人ひとりの「お互いさま」という“想い”が地域福祉活動の原動力とな

り、さらには地域の力として発揮されていきます。 

また、そうした社会を実現していくためには、人々の孤独や孤立、排除や摩擦から

地域住民を守り、健康で文化的な生活の実現につなげ、誰しもが社会の構成員として

共に生きていかなければなりません。 

我々は、“みんなちがってもおなじ「いのち」。”です。 

 そのため、本会では、住民による住民のための地域社会の構築を小地域福祉活動を

通じて、支援していくため、「小地域福祉活動リーダー養成プログラム作成委員会」を

設置し、議論を重ね、本書を作成しました。 

 本書を通じて、住民の皆さまの“想い”と社会福祉協議会が使命とする地域福祉の

推進の“想い”がつながり、共に気づき、共に学び、共に行動し、誰しもが「ふだん

のくらしのしあわせ」を感じることができるよう、本書を御活用いただければ幸いで

す。 

 

平成 29 年３月 

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会  
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はじめに 

 

 

修道女のマザー・テレサの言葉です。 

現代社会における福祉の問題を一言でと問われれば、“孤立”であると言えます。私たちは、“孤立”

の問題というと、どうしても高齢者に目がいってしまいます。確かに「平成26年度一人暮らし高齢者

の意識に関する調査（内閣府）」の結果によると、一人暮らし高齢者の約４割の人は孤独死を身近に感

じています。（本調査における定義：誰にも看取られることなく、亡くなったあとに発見される死） 

しかし、地域で孤立しているのは高齢者だけではありません。ゴミ屋敷、ひきこもり、障害者や児童

の虐待、子どもの貧困、いじめ･不登校（大人のストレスの影響も要因）など、共通することは、“社会

的孤立、孤独感”です。 

「今日も、誰とも会話しなかったな～」「困った時に頼れる人がいない」「夜遅くに１人ぼっちで夕飯

を食べている子ども」、皆さんのお住まいの地域にも必ずいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご近所に対して、もう少し、“おせっかい”“世話焼き”になろう」 

「いざという時はご近所の助けをお願いしてもいいじゃないか」 

今、国は、平成28年６月２日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、子ども・

高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域

共生社会」の実現に向けて、改正介護保険制度、子ども子育て新支援制度、生活困窮者自立支援制度な

ど、さまざまな制度改革を進めています。制度の共通した目標は“地域づくり”です。 

この地域づくりで最も大切にしなければいけない視点は、「お互いさま」という双方向の人間関係

です。私たちは、東日本大震災で改めて「人は時に支え、支えられる関係である」ということを学

びました。 

これからは、「支える側」と「支えられる側」という画一的な考え方ではなく、双方向のお互い感謝

し合える豊かな地域づくりが求められています。 

１「最もひどい貧困とは、孤独であり、愛されていないという思いなのです。」 

２“向こう三軒両隣り”の気持ちが大切 

UNICEF,Childpovertyinperspective:An overviewofchild well-beinginrichcuntries, 

InnocentiReport Card 7,2007UNICEFInnocentiResearchCentre,Florence. 

２ 



 

これらを全て含ん
だ生活を組み立て
る力が必要です。 

しかしながら、地域は寛容ではありません。やさしい街づくりを行うのも地域ですが、異なる人々を

差別、排除するのも同じ地域です。地域は、包摂と排除という二面性を有しているのです。 

だからこそ、私たちは、地域共生社会の実現に向けて、一人ひとりの福祉意識を高め、お互いに手を

携え、行動しなければなりません。 

 

 

～ 一人は地域のために、地域は一人のために ～ 

【私たちが地域で暮らすための力量（例）】 

〇 買い物・通院・外出 (移動手段) 

〇 調理・食事 (献立⇒買物⇒調理⇒皿洗⇒片づけ) 

〇 洗濯 (洗う⇒干す⇒取り込む⇒畳む⇒アイロン⇒仕舞う) 

〇 家の管理 (掃除、修繕、草取、田畑林管理など) 

〇 ゴミ出し (分別、ゴミステーションまでのゴミ出し) 

〇 金銭管理・家計管理 (電気代、ガス代などの料金支払) 

〇 付き合い・交渉 (来客・電話対応、回覧板回し、地域の諸当番、訪問・電話販売の撃退) 

〇 交流・趣味、生き甲斐、癒し、楽しみ (家族、近隣、友人など） 

 

私たちの生活は縦割りではありませんし、地域には、公的なサービスだけでは対応しきれない問題が

たくさんあります。 

暮らしのなかではさまざまな問題や困難が生じていますが、これまでは、自力で、家族で何とか解決

してきたのかも知れません。しかし、地域での支えが必要な人は必ず増えています。 

さまざまな制度改革が進められてはいますが、制度とは、“枠”をつくるということです。“枠”がで

きるということは、そこから漏れる問題が必ず生じます。 

だからこそ、縦割りの制度の隙間を埋める、“お互いさまの心”という土壌を、私達が手を携えて耕

し、“地域づくり”という支え合いの横串を、みんなで創り上げていくことが求められています。 

 

皆さんの一声が「一人を」「その家族を」 

救うかも知れません。 

皆さんにできることが必ずあります。 

皆さんの「支え」が、今、必要です。 

皆さんの「一歩」を期待します。 

 

 

 

  

３ なぜ今、皆さんの力が必要なのか！ 

地域という植木鉢に、お互い様の心という養分のたっぷ

り含んだ土がないと、そこに「見守り」「健康」「支え愛

活動」という草木を植えても枯れてしまいます。 

私たちは、大きいことはできません。小さな

ことを大きな愛をもって行うだけです。 

小さなことは本当に小さい。 

でも、小さなことを真心を込めて行うことは

偉大なことなのです。 

Mother Teresa（マザー・テレサ）  
(カトリック教会の修道女にして修道会「神の愛の宣教者会」の創立者) 
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第１章 ｢○ふ だんの○く らしの○し あわせ｣のために 

 第１節 地域には、どんな困りごとがあるの？ 

 

  

  (1) 人口動態・家族形態・地域の状況 

    少子高齢化・人口減少社会の到来を迎え、 

家族形態も変化し、核家族化の進行や独居 

の高齢者、老々世帯の増加が見込まれてい 

ます。それに伴い家族内での課題解決力が 

低下し、地域とのつながりも希薄化する中 

で、地域福祉の担い手となる世代が減少し 

ています。 

 

(2) ニーズ、生活課題の多様化・複合化 

  住民が抱える福祉・医療・介護・健康に対する課題とニーズは、複雑多様化・複合化していま 

す。また、公的な福祉サービスだけでは対応できない生活課題や複合的な問題を抱える家族が増 

加しています。 

 

(3) 雇用不安・生活困窮者の増加 

  雇用の低迷によって失業者や非正規就労者が増加し、雇用不安や生活困窮が拡大し、生活保護受給

世帯が急増しています。 

 

(4) 社会保障制度改正の方向性 

  医療や介護、障がい者の制度などは、「地域包括ケアシステム」つまり“病院・施設(収容)完結型 

から地域完結(支援)型”の構築が急務となっており、住み慣れた地域や自宅で暮らし続けることがで

きるような体制づくりが進められています。近未来の福祉施策の基本的な考えになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
人口動態・家族形態の変化  

① 人口減少 

② 単身世帯の増加 

③ 世帯人員の減少 

家庭内の課題解決力の低下 

縁の衰退 

① 血縁 

② 地縁 

③ 社縁 

ちょっとした “ 困りごと ”から 

         多様なニーズ・複合的な生活課題まで 

雇用不安 

少子高齢化・担い手不足  関係の希薄化 

 

出展：静岡県 

 

１ 社会情勢は？ 
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多様なニーズ                複合的な生活課題 

     

 

 

 

          

        

 

 

 ～ 社会的孤立とは？ ～  

  家族や親族、友人や知人、職場や地域社会などとのかかわりが希薄で、生活上の問題が生じた時に 

支援につながらない状況のことです。従来は、問題を抱えていても様々な人の手助けをとおして解決さ 

れたり、必要な支援に結びついたりすることが一般的でしたが、いま問題を抱えたまま支援につながらない

社会的に孤立した状態の人が増えています。  

 

ゴミの分別、ゴミだし、 

買い物、高い所の電球交換

(高い所に手が届かない)・・・ 

困りごとは、社会的孤立につながる！！ 

孤立死・孤独死 

多問題家族 

制度の狭間の課題 

暮らしの多様化 

 

物忘れ、徘徊、認知症への 

理解不足、家族機能の低

下、家族へのサポート・・・ 

 

家族のサポート不足、子育

てによる孤立、不安、子育

てうつ、虐待・・・ 

 

対人恐怖、昼夜逆転、暴力、

隠れた障がい、周囲の無 

理解・・・ 

 

景気の低迷、雇用形態の問

題、金銭管理能力不足、低

年金、障がい、ホームレ

ス・・・ 

 

 

家族のサポート不足、老々

介護、認々介護、虐待・・・ 

 

買い物難民、通院困難、 

孤立・・・ 

 

 

悪徳商法、オレオレ詐欺、 

送りつけ商法・・・ 

 

 

  

生活上のちょっとした困りごと 

 

認知症・若年性認知症 

消費者被害 

 

交通弱者 

 

介護問題 

 

生活困窮 

 

ニート・引きこもり・不登校 

 

子育て不安 

 

２ 困りごとって？  

例えば・・・。 

５ 



 

第２節 困りごとがあったら、どうしたらいいの？ 

 

地域にはさまざまな生活課題や困りごとがあり、それによって社会的に孤立した状態の人が増えているこ

とがわかりました。ではそれをどうやって解決し、だれもが暮らしやすいまちづくりをしていけばよいので

しょうか。 

 

 

地域で生じた困りごとの解決を、行政などの公的機 

関が担うことがたくさんありますが、地域のことを一 

番よく知っているのは、ほかならぬ地域に暮らす住民 

です。課題を抱えている人を福祉サービスなどの制度 

につなげたとしても、たとえば一日中ヘルパーさんが 

その人のそばにいるわけではありません。 

ヘルパーさんがいない間、その人を見守ることがで 

きるのも、その地域の住民です。地域で生じた問題を 

いち早く発見し、その人の暮らしを支えていくには、 

地域住民の力が無くてはなりません。 

困りごとを抱えている人が住みやすいまちは、地域に 

住むだれにとっても住みやすいまちとなるでしょう。「お互い様」がそのキーワードです。 

 

 

(1) 向こう三軒両隣・「お互いさま」精神の復活 

昔の日本ではあたり前だった「お互いさま」。 

お互いさまは特別なことをするものではありません。普段の生活の中、例えば「雨降りの日に、

傘を差しながら遠くのゴミステーションまでゴミ袋を重そうに抱えて歩いている高齢者の方がいた

ら…」、「電球を替えられず、夜になると部屋が真っ暗になってしまう高齢者のお宅があったら…」

そのくらいだったら手伝えるよと、さっと手を差し出したくなるのではではないでしょうか。 

このような普段の何気ない気遣いや、心から湧き出る自発的な思いやりがあれば、手伝ってあげ

た方から「ありがとう」と言われた時の「どういたしまして、お互いさまですから」という言葉に

つながっていきます。 

 

(2) 地域とのつながりが社会的孤立を防ぐ 

人は地域の中で生きています。生活課題は社会的孤立から生じ、社会的孤立が生活課題を生み出

します。日常生活とは、衣食住のすべてにわたって、地域の中で満たされていくものです。 

困窮している人が制度につながり、衣食住が足りたとしても、 

社会的なつながりがなければ本当の充足感は得られません。 

同じ地域の一員として時には助け、時には助けられる 

「お互いさま」の関係づくりがあればこその日常生活なのです。 

だからこそ、この地域に住まうことの喜びが生まれ、顔見知り 

となって挨拶を交わし、安心の居場所を見いだし、住みやすいま 

ちとなっていくのではないでしょうか。 

 

１ どこへ相談し誰が解決するのか 

２ 「お互いさま」があたりまえの関係づくり 

６ 



 

 

 

(1) 普段からのご近所づきあいは減災になる 

最近、地震をはじめとした未体験の大災害が頻発し

ており、地域づくりを行う中で防災は切っても切れな

い課題となっています。普段から防災への取り組みも

大切ですが、それだけでは十分と言えません。大災害

が起こった時、隣に誰が住んでいるかわからないよう

では、避難の声掛けや救助活動がうまく行かず、被害

を大きくする可能性もあります。阪神・淡路大震災で

は、地震によって倒壊した建物から救出され生き延び

ることができた人の約８割が、家族や近所の住民等に

よって救出されたという報告があります。 

また、普段から地域活動が 

活発であると防災活動も活発 

となり、地域の防災力の向上 

につながっていきます。 

 

(2) いざという時のための「お互いさま」 

お互いさま精神のもと、普段から近所づきあいの中で声かけや助けあい活動、また積極的な地域

活動を行っていれば、いざという時にその力を発揮できます。もし避難所生活を送るようになった

ときには、そこに顔見知りの人がいれば安堵し、個々の配慮もスムーズになります。災害時には、

地域が自主的な避難所運営を行うようになります。復興においても、地域におけるお互いさまの助

けあいが大きな役割を果たしています。 

このように防災や減災の面からも、普段からのご近所づきあいや地域活動の大切さが再認識され

ています。 

 

「お互いさま」精神にもとづく助けあい・支えあい 

などの日常生活のちょっとした援助は、周囲との関わり 

が薄れている高齢者や障がい者、ひとり親家庭の親子な 

ど、社会的に孤立した状態に陥りやすい人たちが、この 

活動をとおして地域住民との関係を保ち、地域住民の一 

員として安心して地域で暮らすことができる大切な活動 

です。 

生活のしづらさを抱えている人が暮らしやすいまちづ 

くりは、地域に住む人すべてが安心して暮らすことがで 

きる｢まちづくり｣につながります。しかし、個人の活動 

や善意には限界があります。 

この活動を継続的・安定的に実践していくためにも、 

基盤となる組織づくりと地域における活動の連携が必要 

です。 

これを「小地域福祉活動」と呼びます。  

３ 地域活動の積極的な取り組み 

７ 



 

第 3 節 一人で悩まず、みんなで行動しよう！ 

 

  

皆さんが地域のために行ってみたい活動は、「ふだんのくらし」をよくするための活動や、生活のな

かの困りごとを解決していくための活動、暮らしやすい地域をつくっていくための活動なのでしょう。 

いずれの活動も一度きりで終わることはなく、息の長い活動が求められます。皆さん一人ひとりの思

いだけでは限界があります。活動が根付いていくためには、多くの「人」の理解や協力、「もの」や「場

所」、「財源」、「情報」が必要になります。活動を長く続ける（継続・安定）ために、基盤となる組織づ

くりが大切です。 

  地域において仲間を募り、仲間でまとまり、仲間たちと活動していくことは、小地域福祉活動を進め

ていくうえでの大切なプロセス（過程）の一つだといわれています。 

 

  

(1) 小地域福祉活動は福祉の｢まちづくり｣のためにとても有効な活動 

困っていることを一人で抱え、声をあげられない人がいます。 

困っていながらも出口が見つからず苦しんだまま生活をしている人 

がいます。そういった人たちのための地域づくりをすすめていくためには、自分たちの地域ででき

ることを理解し、地域全体に福祉課題への理解を広めていくことが大切です。 

(2) みんなで活動すると、一人ではできないことができるように 

活動は一人から始まりますが、活動に共感する仲間が集いはじめていくと、見守り活動をしても

複数の優しい目で見守ることができます。心強いネットワークがあれば、気になる人の生活を支え

る力が大きくなります。世代間交流などの活動もさらに世代から世代へと広がっていきます。 

(3) 続けていくことは大きな力を生み出します 

生活に根づいた小地域福祉活動は、活動をひとつ行えば終了するものではありません。息の長い

活動が必要になってきます。「継続は力」を実感することができれば、新たな実践力が生まれます。

結果だけを求めず、活動の過程を大切にすることが小地域福祉活動のポイントです。 

(4) いろいろな問題を抱えた人たちには、チーム（いろいろな立場の人）の支援が必要 

生活のしづらさ、生きにくさを抱えている人は、住宅の問題・家庭環境の問題・経済的な問題・

医療の問題・学校の問題・近所の人たちとの関係など、複数の困りごとを同時に抱えています。 

それらを支えることは個人では身動きがとれなくなってしまう可能性があります。多様な専門家

（福祉、医療、学校関係者）と小地域福祉活動に取り組む人たちとのチーム支援（いろいろな立場

や役割による協力チーム）があれば、お互いに情報交換・情報共有をしながら協働して支えていく

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地域のための活動、「お互いさま」の活動は、みんなで行うことが大事 

２ 『ひとりでの活動』より『みんなでの活動』 

 

●= 困りごと 

Ａ者 
Ｂ者 

Ｃ者 未解決 

な困りごと 
一緒に活動すること

で解決する困りごと 

Ａ者 

Ｃ者 

Ｂ者 Ｄ者 Ｄ者 

みんなでの活動 つながることで、

活動範囲が広く

なる 

８ 

一人で

の活動 

一人で

の活動 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 仲間を募って行う活動は、同じ問題意識や悩みをもつ人と協働し、やがてそれが他の人へとさらに広がっ

ていく効果があります。活動のテーマに合わせ、集まりやすさ・まとまりやすさを考慮しながら、仲間を募

り、団体やグループを作っていく方法が有効です。 

 一人の気づきをみんなの問題としていくために、身近な人たちと相談し、活動をすすめていくことで、

活動のさらなる充実が図られるでしょう。一人ひとりの生活が違うように、地域で進められる小地域福祉活

動にも大違いがあります。「困りごとを抱えている人」「地域のために何かをしたいと考えている人」の思い

をつなぎ、カタチにし、「誰が」「誰と」「どのように」「なにを」発展させていくかなど、活動にまつわるさ

まざまな事象（ことがら）が、地域によって異なっていくのは当然です。 

どのように活動を広げていくか、悩んだら市町の社協に相談してください。どのような手法がいいか、ど

のような先行事例や情報があるか、一緒に検討してくれるでしょう。  

•   ひとりでの活動は、限界があります。仲間を募り、増やすこと、理解してくれる
人を広げていくこと、既存の団体に参加してもらうこと、口コミや町内会での回覧
をするなど、さまざまな方法で協力してくれる人を増やしましょう。 

人 

•   実際の活動に必要な『もの』。チラシづくりの用紙、写真を撮るためのカメラな
ど、活動にはさまざまな物品が必要になります。みんなで楽しい時間をすごすため
のレクリエーション用具など、必要なものは何か、仲間や対象になる方と相談しな
がら確認しましょう。市町社協等で貸し出してくれる備品もあります。 

もの 

•   話し合いを行ったり、活動をおこなう「場所」も大切です。町内会の人への理解
が広まれば、町内にある公会堂などの公共施設の利用も可能になるでしょうし、商
店街や家主の人からの理解が得られれば、空き店舗が利用できるなど、地域を見渡
せば、活用できる資源が数多くあります。 

場所 

•   活動を行っていくための資金の確保は自治会・町内会からの助成金、市町社協か
らの助成金などがあります。そのほか、活動をすすめていく仲間とチャリティーバ
ザーを開いたり、古紙回収を行って現金化するなど、自主財源を確保する方法もあ
るでしょう。参加する人から参加費を徴収することも検討していただきたい方法の
一つです。 

財源 

•   福祉活動を支援してくれる企業や団体等が、これから行おうとしている活動と一
致する可能性があります。皆さんの住んでいる地域にすでに同じような思いをもち、
活動している人や団体があるかもしれません。インターネットで調べたり、市町社
協等にそういったデータがないかどうか尋ねてみるなど、情報収集をするとよいで
しょう。 

情報 

３ 活動を安定させるために必要な５つのキーワード 

４ 困ったときにはどうしたらいいの？ 

 

９ 



 

第２章 ｢○ふだんの○くらしの○しくみづくり｣に取り組もう！  

 第１節 困りごとを解決していくための小地域福祉活動 

 

   

   小地域福祉活動は、住民が主体となり、福祉活動や“日常的な“支え合いの活動、住民のつながりの

再構築を目指した活動です。その活動範囲は、『日常的な生活圏域』で行われています。 

   地域組織がなかったり、都市化によって地域が希薄化しているなど、状況が複雑化していることもす

くなくありません。実際に活動を行う際は、『日常的な生活圏域』に対応して、活動の方法や範囲を決

めていくことが、より良い小地域福祉活動を進めていくうえで重要になります。 

    

  

   『日常的な生活圏域』は、各市町行政によって、市町村合併などの背景や人口規模、人々の生活環境

などの状況により、ご近所、自治会・町内会、小学校区、中学校区など、その範囲は様々です。 

   まずは、『日常的な生活圏域』がどのくらいの範囲であるか、把握しておくことが大切です。そのう

えで、これから各層に対して、どのように小地域福祉活動を推進していくのか、あらかじめ確認してお

くとよいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支え合いは、お互いの暮らしの様子がわかりあう小地域の中で行われています。支援が必要な人は、

「ご近所」にいても、心身や生活の状況から声が挙げづらいこともあります。その人たちが頼りにして

いるのが「ご近所の支え」なのです。超高齢社会に備えるには、ご近所ごとに支援を要する人も誰しも

心豊かに生きていける環境を整えるという視点を持つことが大切です。  

家事援助 
居場所づくり 

見守り活動 

外出支援 

声かけ 

配食・ 
安否確認 

支えられる 

自主防災組織 

郵便局 

警察 

自治会 
  町内会 

学校・幼稚園 民生委員・ 
 児童委員 

ボランティア 
商工会 
・商店会 

行政 

社会福祉法人 

(社会福祉事業所) 

地域包括支援センター 

NPO 団体 

ご近所・町内会・自治会 

 

小・中学校区 

市 町 域 

 

 

日常的な生活圏域 

（イメージ図） 

１ 小地域福祉活動の範囲 

２ 『日常的な生活圏域』とは？ 

３ 支援が必要な人は「ご近所」にいる 
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 では、小地域福祉活動を行うためには、どんなことを行っていけばいいのか、一般的な展開方法（コ

ミュニティワークの展開過程）を紹介します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 小地域福祉活動の展開 

住んでいる地域の困りごとを知ろう 

・どうやって、困りごと調べればいいの？ 

・調べる時のポイントを知ろう 

活動をふりかえってみよう 

・計画と活動を見比べ、評価してみよう 

・課題と対応策をみんなで話して、次の活動に活かそう 

 

 

実際に活動してみよう 

・計画を実践してみよう 

・実践するために必要なことを学ぼう 

 

活動の継続のために計画をつくろう 

・活動を行うための計画を立ててみよう 

・計画を立てるポイントや注意点を考えよう 

 

活動を始めるための準備をしよう 

・地域には、どんな組織や団体があるの？ 

・同じ想いの人や関係者とつながろう 

 

地域のことを知り、分析しよう 

・どんなことを、どうやって知るの？ 

・調査したことを分析しよう 

   

うまくいかなか

ったら、ふりか

えって、良くし

ていけばいい❢ 

 

 

活動は、無理せ

ず、一人で抱え

込まず、楽しく、

皆で行おう❢ 

 

計画をつくるこ

とによって、いろ

いろ見えて、仲間

と共有できる❢ 

 

 

ひとりではできな

いことも、集まれ

ばできる。だから、

つながろう❢ 
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困りごとは、ひとりの問 

題じゃなく、皆の問題❢ 

まずは、地域にある困りご

とを調査し、発見しよう❢ 

改めて地域を調べ、分

析することで、見えな

かったことが見えるよ

うに❢ 

 



 

住んでいる地域の困りごとを知ろう ～“困りごと”の見える化～ 

活動を始める前に必ず行っておきたいのが、地域にある“困りごと”の

把握です。困りごとは誰かが声にして、初めてわかるものですが、同じ困

りごとを抱えていても、声に出せない人や気づかないこともあります。 

その困りごとが地域にどのくらいあるのか、どのような人が抱えている

問題なのかなど、しっかり捉えておくことで、活動の内容や対象者も変わ

ってきます。 

(1) どうやって、困りごとを調べればいいの？ 

手段は、さまざまです。どの方法をとるのか、どのくらい行うかは、 

地域の実情に合わせることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 調査するポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート調査】 

対象者の選定や項目内

容、調査範囲、配布・回収

方法などの十分な準備が必

要です。 

社協では、定期的に住民

意識調査を行っており、小

地域で調査を行う際に質問

項目や様式の提供などの支

援ができます。 

市町全域で行った調査と

同じ質問項目を設けること

によって比較でき、分析し

やすくなります。 

 

【困り事の抽出】 

支援が必要な人の困り事

は、ご近所にいる地域住民

から聞くことが最も効果的

です。 

ご近所の目安として、50

世帯程度の範囲で5人くら

いの地域住民の方に集まっ

てもらい、住宅地図に支援

が必要な人を書き込みなが

ら、支える人、支えられて

いる人を線で結びつけ、

様々なエピソードから困り

事と解決策を見出していき

ます。 

 

手段：その１ 
ご近所の井戸端会議や立ち話 

意識して聴いてみると、ちょっとした会話の中から『生活のしづら

さ』の情報が聞こえてくることがあります。 

 
手段：その２ 

地域の関係者から聞き取る 

地域の実情を知っている民生委員･児童委員、自治会長など、地域の

相談窓口や要となる人から聴き取ることも有効な手段です。 

 

 専門職から聞き取る 

地域包括支援センターの相談員やボランティアセンターの職員、行

政機関など、専門職だからこそ、把握していることもあります。 

自治会や地区懇談会などの集まり 

地域で暮らしていると様々な話し合いが行われる場面があります。

そのような話す場があると比較的、多くの情報が得られます。 

手段：その３ 

手段：その４ 

手段：その５ 
アンケート調査 

一度に多くの人から様々なことを聴き、かつ紙面に残せるため有効

な方法です。 

 

 

 年齢、障がいの有無、介護度など、その方の状況の確認を！ 

世帯人数、近所づき合いなど、その方の生活状況の確認を！ 

文化、集会所、地理的状況など、その方の生活環境の確認を！ 

聴き取る内容は、わかりやすく、答えやすい内容に！ 

複雑な質問、難しい内容などは使わない！ 

相手を傷つけたり、気分を害するような表現に気をつける！  

社社協協のの関関わわりり 
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地域のことを知り、分析しよう ～地域の見える化～ 

地域を構成する諸要素にはさまざまなものがあります。その最も大きな

ものは「人間が幸せに生きるために作り出したもの」、つまりその地域特有

の文化や生活環境です。一般の人たちにとって不便なことは、支援を要す

る人には増幅されて生きづらさになる場合も少なくありません。 

お住まいの地域を改めて調べると、見えなかった、気付かなかったこと、

が見えるようになってきます。これも活動を行う上では、大切なことです。 

 (1) どんなことを知る必要があの？  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) どうやって知ることができるの？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 調査したことを分析する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社社協協のの関関わわりり 

【地域の基本情報】 

情報収集が円滑に進むよ

う、行政や関係機関と橋渡

しをするなど、必要な支援、

調整を行います。 

【地区懇談会】 

小地域福祉活動を推進す

る機運を高めるため、地域

住民の人への啓発は大切な

取り組みのひとつです。 

社協は、地区懇談会の目

的が達成するよう、事前準

備、当日運営、ふりかえり

まで、共に運営に携わりま

す。 

【調査・分析】 

アセスメントシート（地

域診断シート）といわれる、

地域を見える化する様式が

あります。 

また、言葉だけでまとめ

るのではなく、地域の地図

を用いることで、分析がし

やすくなります（支え合い

マップ）。 

こうしたシートを用い

て、社協では、調査や分析

をお手伝いします。 

 

 

 

 

内容：その１ 地域の基本情報 

人口、世帯の状況、就労状況、地場産業、地域文化、地域組織など

を知っておくことで、活動の内容や方法が変わってきます。 

内容：その２ 
地域の生活環境 

｢山間部｣や｢都市｣などの地理的なことから、｢スーパー｣｢公共機関｣

の有無などの生活するうえで欠かせない『もの』も調べましょう。 

 

地域の様々な組織・団体・個人 

地域包括支援センターや学校、福祉施設、病院、自治会、ボランテ

ィアグループなど『協力者になり得る組織（人）』を知りましょう。 

 

地域に出向く（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ） 

実際に地域に出向き、見聞きすると地域の雰囲気を肌で感じること

ができるでしょう。 

内容：その３ 

手段：その１ 

手段：その２ 町内会や地域懇談会などの集まり 

多くの情報が得られ、聞きたいことをテーマにして話し合いができ

るメリットもあります。 

調査して得た情報を共有し、話し合おう！ 

情報を整理（分類したり、結びつけたり）する！ 

地域を“見える化”するためのシート（地域診断、支え合いマ

ップなど）に落とし込もう！ 

シートが完成したら、みんなで共有し、考察しよう！ 

手段：その３ 
資料を調べる 

行政が行う国勢調査、統計資料、住民基本台帳などや専門機関が調

査・研究している資料からもさまざまな情報が得られます。 
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活動を始めるための準備をしよう 
～仲間づくりとネットワークを築く～ 

私たちが小地域福祉活動をすすめるうえでは、地域の中の様々な団体や

関係者、関係機関の理解を得ることが重要であり、連携をすることによっ

て小地域福祉活動が進めやすくなります。 

 

(1) どんな組織・団体などと協働・連携するか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 連携・協働するためのネットワークづくり 

関係性を築くには、地域の住民や関係者の方々に、活動の目的や役

割などを知ってもらい、有機的な繋がりをもつことが重要です。 

また、信頼感のある繋がりを築くためには、「顔の見える関係」を

築くことが大切です。 

そのために必要なことは、次のようなことがポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社社協協のの関関わわりり 

地域住民組織 

自治会、町内会、子ど

も会、など 

地域の福祉関係者 

社会福祉法人、ＮＰＯ

法人、民生委員・児童

委員 など 

ボランティアグループ 

同じ目標を持つ者同士だ

からこそ、解り合える、

切磋琢磨できる 

企業や個人店 

簡単に得る事ができない

｢もの｣や｢ひと｣などの問

題が、解決することも 

行政（専門）機関 

地域包括支援センター、

ボランティアセンター 

など 

話し合える場をつくる（参加する）！ 

定期的に話し合いの場を開催（参加）する！ 

常に新しい｢仲間｣を探し、輪に参加してもらう！ 

つながることの目的を明確にする！ 

 

 

 

 

【関係者とつなげる】 

社協では、生活困窮者支

援、引きこもり支援、高齢

者支援、障がい者支援、子

ども支援など、地域福祉を

進めるために、さまざまな

事業に取り組んでおり、さ

まざま組織・団体とつなが

っています。 

必要な団体や人を紹介す

ることもできますし、新た

な担い手を一緒に探すこと

もします。 

 

【多様な団体】 

連携・協働する団体は、

ボランティアグループや行

政、専門職以外にもさまざ

まあります。 

例えば、大学生です。大

学生は、サークル活動を通

じて、子どもに対する学習

支援、地域の魅力を発信す

る活動、サロン活動などを

行っています。 

また、企業も社会貢献活

動として、地域の清掃活動

や行事への参加、物や場所

の提供などを行っていま

す。 
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活動継続のための計画をつくろう ～活動計画を作成する～ 

行き当たりばったりの活動やマンネリ化を防ぐためにも計画をしっかり

立てることが重要です。 

目標をしっかり定め、一歩一歩、活動を拡げていくことによって、住民

の理解も得られ、協力者も増えてきます。 

(1) 計画の項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 作成する上でのポイント 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 活動を多くの人に知ってもらうための｢広報｣ 

自分たちの活動をより、多くの人に知ってもらうことは、参加者を

増やしたり、活動の担い手の発掘につながるので、広報が重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成○○年 居場所づくりにおける活動計画 

 

活動の目的 

地域の課題 

活動する会

の名称 

地域の課題 

活動の内容 

活動の場所 

活動上の 

ルール 

資金計画 

６W３H を意識しよう！ 

なぜ(目的)、  いつ(開催頻度)、 

だれが(実施者)、だれに(対象者)、 

どこで(場所)、 なにを(活動内容)、 

どのように(方法)、 

どのくらい(量)、いくらで(予算) 

社社協協のの関関わわりり 

計画作りを中心になって担う人達を固めておく。 

調査・分析した困りごとや社会資源を反映させる！ 

内容は、一部の人に任せっきりにせず、皆でしっかり考える！ 

専門機関や関係者の意見を取り入れる！ 

活動の理念（目標）を据え、継続的かつ柔軟に！ 

活動する時の様々な場面をイメージ（想定）する！ 

・背伸びした計画、無謀な計画にしない！ 

口コミ 
チラシ 

インターネット 

 

 

 

 

 

 

参加者や活動

者からの評価 
回覧板、戸別

配布、掲示 

ホームページ、ブログ、

フェイスブック  

 

【計画作成】 

 社協も事業を実施するた

めの計画を作成していま

す。 

 中長期の「地域福祉活動

計画」、単年度の「事業計画」

などです。 

 そのため、社協は、計画

づくりのノウハウがありま

すので、作成する際は、い

ろいろ聞いてみましょう。 

 ただし、はじめから、し

っかりした計画を作る必要

はありませんので、できる

ことからはじめましょう。 

【広報】 

 社協では、広報紙やホー

ムページなどで幅広く、

様々な情報を発信していま

す。 

ご自身で広報できない場

合は、社協などの情報発信

機能を借りて、活動の周知

を行いましょう。 

ただし、周知手段にもメ

リット、デメリットがあり

ますので、まずは、どの人

に知ってもらいたいか、し

っかり話し合ったうえで、

行いましょう。 
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実際に活動してみよう ～より良い活動にするためのスキルアップ～ 

活動の準備が整ったら、みんなで、楽しく、活動してみましょう。 

一方、活動を進めていくうえで、より活発に、より充実するためには、

身に付けておく必要があるスキルや気にしておかなくてはならないこと

は、多くあります。 

常にスキルを向上させるため、社会福祉協議会などが主催する研修や講

座に、積極的に参加したり、さまざまな情報を得るためのアンテナを高く

はりましょう。 

 (1) さまざまな力を身につけ、活動を活性化させる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 他団体との交流 

    

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【さまざまな講座の開催】 

社協では、スキルを伸ば

すための講座、仲間同士が

話し合うための連絡会の開

催など、目的別にさまざま

な講座や連絡会を開いてい

ます。 

また、各団体が行う活動

に講師の派遣や紹介なども

行っていますので、最寄り

の社協へ聞いてみてくださ

い。 

 

【社協のネットワーク】 

社協では、見守り活動、

ふれあい・いきいきサロン、

生活支援サービスなど、さ

まざまな活動を行っていま

す。 

また、各都道府県、市区

町村に設置され、全国にネ

ットワークを持っている組

織ですので、皆さんの市町

社協で行っていない活動の

中で、知りたい活動や見て

みたい活動があれば、他の

市区町村で行っている活動

を紹介することもできます

ので、その際は、ご相談く

ださい。 

 

 

学ぶ力 

つなぐ力 

発展させる力 

常にスキルア

ップを図るため

に、さまざまな 

講座や連絡 

会などに 

参加する 

自分たちの活動 

で解決できない 

困りごとがあれ 

ば、他の活動 

や専門機関に

つなぐ 

《ちょっとした気づき》によっ

て、ひとつの活動から他の新し  

い活動へ発展させる 

学ぶ力 つなぐ力 

発展させる力 

社社協協のの関関わわりり 

 方法は違えど、目的や志しが同じ活 

動者がいます。そうした人たちと交流 

をし、情報交換したり、活動現場を見 

学することも大切です。 

 社会福祉協議会をはじめ、専門機関 

が実施している研修や連絡会に参加し 

ましょう 
 

 目指すもの 

は一緒❢ 
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活動をふりかえってみよう ～次へつなげるために～ 

 一定期間、活動を行ったら成功していようと、円滑に進んでいようと、

必ず活動をふりかえりましょう。 

 活動をふりかえることにより、「活動内容のマンネリ化」「活動者（参加

者）の固定化」などの課題を防止したり、活動を継続的かつ拡充の可能性

を高めていくことになります。 

一方、実際に活動していると、様々な制約条件や合意形成がともなうも

のであり、こうした課題をクリアしながら活動は展開していきます。 

(1) 活動をより活性化していくために（モニタニングの実施） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) ＰＤＣＡサイクルを意識しよう 

 

  

 

 社社協協のの関関わわりり 

【継続した支援】 

社協では、継続した活動

が行えるように、計画の見

直し、活動の改善、｢人｣｢も

の｣｢かね｣｢情報｣などの必

要なことを調整し、支援し

ていきますので、悩んでし

まった場合は、相談してく

ださい。 

 

【再調査】 

活動を始める前に行った

事前調査は、時間が経過す

るごとに変化します。 

そのため、改めて調査を

行い、見直すことで活動の

展開内容が変わります。 

また、事前調査と事後調

査を比べることにより、活

動の成果が見えてきます。 

 

ふりかえりって、どんな

ことをすればいいの？ 

例えば、どんなことを？ 

例えば、 

活動の目的の再確認、 

活動の進み具合、 

計画に沿っているか、 

人手や財源は大丈夫か、 

参加者は集まっているか、 

住民の声を聞いているか 

など 
そういったことを、皆で

話し合うんだね！ 

 

小地域福祉活動においても、ＰＤＣＡサイクル（Plan:具体

的な計画の作成、Ｄo:事業の実施、Check: 事後評価、Action: 

改善）を基に活動を行うことが重要です。 

しかし、小地域福祉活動では、｢効率や目に見えた成果｣よ

り、｢誰のために、何をするのか、活動の効果はどうか｣に重

点を置き、段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）を

図りましょう。 

 

 

ふりかえるってことは、一度、

立ち止まって、活動がどんな

状況か見てみることだよ。 

 

そうだよ！ 

そして、自分たちの活動の評

価をしてみよう。良いところ

は伸ばして、悪いところは改

善していこう。 
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第２節 地区社会福祉協議会とは？ 

  

活動が、継続的、安定的に実践できるための仕組みとして、「地域福祉推

進基礎組織」（多くの地区で「〇〇地区社会福祉協議会（＝地区社協）」「〇

〇校区福祉委員会」等名称は様々）と呼ばれる福祉の「組織」があります。

（わかりやすくするために「地区社協」と総称することにします）。 

 

 

 

自治会や各種地区役員、民生委員や地区ボランティアなどの福祉実践

者などが個々バラバラに活動することなく、「すみやすい〇〇地区を育て

よう」という想いが共有されて活動ができれば、大きな力となります。 

また、「私たちの地区で福祉推進を行う組織」という「見える形」がで

きることで、活動は「おおやけ」となり、一般の地区民にも見えやすく

なり、活動への理解者・協力者が広がっていくことが期待できます。 

 「地域性により地区社協設置は無理」という地区においても、安定し

た活動を継続するためにも、地区社協に代わる「福祉活動の基盤」づく

りを行うことは、とても有効的なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 組織化の必要性 

２ 組織の必要な機能 

社社協協のの関関わわりり 

会 員（地 域 住 民） 

監 事 
理 事 会 

地区内の住民組織の代表者及び有

識者の中から選出する。 

会長、副会長、会計、企画委員長 

 

評 議 員 
地区内の住民組織

関係者及び有識者

の中から選出する。 
 

 

 

企 画 委 員 会 

地区内の住民組織関係者、有識者、ＮＰＯ、福祉団体、ボランティ

ア等が集まり、事業の企画・広報・調査等を行なう。 

○企画委員長  ○企画委員 

 

 

各 種 部 会（委員会） 

広報調査部会 高齢者福祉部会 児童福祉部会 障がい者福祉部会 

ボランティア部会 等 

【地区社協組織の強化】 

『地区社協運営の手引き』 

（静岡市社協発行）参照 

地区社協の事業・活動 

 

地区社協の性格は、各種

団体などの相互の調整を図

る協議組織としての役割と

地区内において福祉活動を

推進する実践組織としての

役割を合わせたものといえ

ます。 

地区社協の構成メンバー

である各種団体や機関が、

それぞれの自主的な活動の

特性を踏まえつつ、地域の

様々な課題についての解決

策を構成メンバーで検討

し、各々の特性を生かした

協働体制を組むことによっ

て、組織的な活動が実現し

ます。 

したがって、より多くの

住民組織や団体の参加を図

り、相互の理解を得て、民

主的な協議の場としていく

ことが、地区社協の組織を

強化する重要なポイントと

なります。 

 

【立ち上げるための支援】 

 社協は、組織設立に向け

ての学習会や説明会の支

援、自治会や関係機関との

つなぎなど、必要な支援、

調整を行います。 

 

 

出典：静岡市社協「地区社協運営の手引き」 

自治会や民生委員・児童委員はもとより、老人クラブや子ど

も会、消防団など、地区内の各種団体が「参加」し、地区の「生

活課題」や「こうなったらいいな」ということを話し合い、地

域共通の「課題・目標」を作っていくことで、「地域の活動」

の方針や位置づけを得ることができます。 

参 

加 

課題や目標を具体的に実践につなげていくための協議を行

う場です。各種団体の専門職だけでは、継続的・具体的に話題

を深めていくことは困難ですので、地域の関係者間で協議でき

る機能を設置することが、地区社協活性化の一つのカギです。 

組織で作られた企画や実践を実際に行うためには、役員、企

画委員だけではできません。ボランティアとしての住民参加が

不可欠です。ボランティアは、各種団体の協力を得たり、募集

やボランティア講座などの開催による開拓など、さまざまな方

法があります。 

 

協 

議 

実 

践 
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(1) 「まちづくり協議会」における「地区社協」の位置 

 全国的に各自治体で、「まちづくり協議会（＝まち協）」設置の動き

が進んでいます。まち協は、住民による自治強化、および地域活動実

践の充実が目的とされています。 

 まち協設置の基準や仕組みは、各市町独自であるので、画一的にま

ち協における地区社協の位置づけを一つにまとめることは難しいので

すが、「まち協に参加する主要構成団体の一つ」として地区社協が存続

するケースもあれば、「まち協の福祉活動」に集約されるケースも想定

されます。小さな自治区では「役員のなり手」も少なく、組織が多く

なれば人が得られないという課題もあります。 

  

(2) まち協設置の中で地域福祉を進めるために 

 「地区社協」が「まち協」の主要構成団体として組織が存続する場

合は活動の存続は比較的に進めやすいのですが、組織を統合する場合、

「何を引き継ぐのか。」が重要になります。その時必要となるのが、前

述の「２ 組織の必要な機能」に記述した３つのポイントが、新しい

組織でどのように機能できるのかを検討し、確保することが大切です。  

そのうえで、改めてこれまで地区社協で行ってきた活動を見直し、

「これだけは必要な地域活動」を絞り込み、まち協福祉部門に引き継

いでいくことも考えられます。組織が存続する場合でも、活動の見直

しやまち協の活動と類似の活動は統合するなど、活動の整理は必要で

す。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 上記は、一例として示したもので、「このように振り分けた方が良い。」

というものではありません。 

大切なことは、地区社協関係者とま 

ち協関係者が相互理解を図り、より良 

い活動方法や形態を共に考えていくこ 

とです。 

どこで活動するのが効果的かを話し 

合った結果、地区社協やまち協への 

事業の位置付けに、地域差が出ること 

も考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 「まちづくり協議会」と「地区社協」 

〇小地域福祉活動として必要と思われる活動（例） 

 ① 身近な顔の見える範囲で行う活動 

見守りネットワーク、ふれあい・いきいきサロンや居場所づ

くり、福祉なんでも相談、家事支援、車いす貸し出しや外出支

援等 

② 福祉ニーズを把握する活動 

  地区福祉懇談会、バリアフリー現地調査等 

③ 当事者とともに行う活動 

  学習会、交流会等 

 

〇まち協の活動と統合できると思われる活動（例） 

広報紙の発行、学習会活動、地区アンケート、ふれあいまつり等

のイベント活動、三世代交流会や愛の手紙などのふれあい活動、チ

ャリティバザーや古紙回収など財源確保等 

 

社社協協のの関関わわりり 

【地区社協の活動内容 (例 )】 

 

『地区社協運営の手引き』（静岡市社

協発行）参照 地区社協の事業・活動 

 

１.組織基盤強化事業・役員会、  

企画委員会財源づくり等 

２.調査活動・アンケート調

査、住民懇談会、町の点

検活動等 

３.広報啓発活動・地区社協

だより、ボランティア講

座、ホームページ、福祉

環境づくり等 

４.ふれあい・交流事業・昼

食懇談会、サロン活動、

三世代交流会等 

５.在宅福祉活動・見守りネ

ットワーク、車いすの貸

し出し、外出支援等 

 

【活性化するための支援】 

 組織を機能させた実践と

ともに、組織を維持する活

動など、地区社協活動は多

岐にわたります。 

 実践のためのアドバイス

や学習会の企画、先進地視

察の調整などの支援を社協

は行います。 

 

【安定化するための支援】 

活動していく中で、「困難

事例」に当たるときがあり

ます。 

その時は、社協に相談し

てください。専門機関につ

ないだり、制度を活用した

りなど、住民の活動が過度

の負担にならないようにバ

ックアップします。 
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第３節 こんな時どうする？ ～いろいろな仕組み～ 

 

      

  

 

 

○『いつでも誰でも』 《居場所》 

 居場所とは、地域に住む人々が自由に参加でき、多様な人が関わること

により、自分を生かしながら過ごせる常設の場所です。 

おしゃべりしたりお茶を飲んだりして楽しい時間を過ごし、仲間づくり

や、地域とのつながりを持つことで、安心した生活につながります。   

体操やゲーム、スポーツなどを通して健康づくりや芸術、手芸などの趣

味の活動を行うなど、活動内容は様々です。 

⇒ 焼津市のカフェ里の活動事例 Ｐ22 

 

 

 

 

 

○『身近な相談所』 《相談窓口》 

ボランティアセンターとは、手伝いたいと思っている人と、困っている

人の相談を受け、両者をつなげるところです。 

近年は、困りごとが複雑化、多様化していることから、身近な相談窓口

が必要とされています。 

多くは、専門機関が行っている場合が多いですが、住民が主体となって

センターを運営することが求められています。 
 

⇒ 浜松市の地域ボランティアコーナー 

の活動事例 Ｐ24 
 

 

 

 

 

○『お互いさまの気持ち』 《生活支援サービス（家事支援）》 

家事支援とは、生活の中のちょっとした 

困りごとを、身近に住んでいる人が中心と 

なって、お手伝いを行い、助けたり、助け 

られたり「お互いさま」の気持ちで支え合 

うしくみです。 

 

⇒ 浜松市冨塚地区社協の 

活動事例 Ｐ26 

 

 

 

夫を亡くして、一人暮らしになったおばあちゃんが、話し相手も

いなく、何をすることでもなく、寂しがっているんだけど、どう

すればいいの？ 

 

 

何か自分にできることがあれば手伝いたいと思っているけど、ど

こに相談したらいいんだろう？ 

困っている人って、どこに相談するんだろう？ 

考考ええるるポポイインントト 

【居場所】 
居場所に形はありませ

ん。型にはめ込む必要なあ

りませんので、皆さん独自

の居場所のカタチでいいの

です。 

また、どの運営方法でも

自分の考え方に共感してく

れる仲間づくりが欠かせま

せん。まずは、自分の思い

に共感してくれる仲間を探

しましょう。 

【相談窓口】 
ボランティアセンター

は、さまざまな機能を有し

ていますが、中でも大きな

役割をになっているのが、

相談窓口です。 

また、多くのボランティ

アセンターでは、「人とつな

げる」「サービスとつなげ

る」などのマッチングを行

っています。いわば、出会

いの広場というところで

す。 

【生活支援サービス】 
住民同士の支え合いの仕

組みを作るには、地域が一

丸となって、関わることが

重要です。 

気軽に使え、支援する人

にも負担がかからないよう

な仕組みづくりも大切で

す。 

また、支え合い活動では

困難なものを専門職へとつ

なぎ解決に導くことも重要

です。 

 

近所に、車の運転ができずに、買い物に行けなくなった人や、足

が悪くて、ゴミだしに行けない人が多くなったけど、どうにかで

きないか？ 
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○『子どもの未来を』 《子ども食堂》 

 子ども食堂とは、さまざまな事情で食事が十分にとれなかったり、独り

で夕食をとっていたりする子どもたちがいます。子どもが一人でも気軽に

安心して入ることができる「地域とのつなが 

り」を持てる活動です。 
 

⇒ 富士市富士見台地区の子ども食堂 

の活動事例 Ｐ28 

      

 

  

○『元気が一番』《ふれあいいきいきサロン》 

 ふれあいいきいきサロンとは、一人暮らし高齢者や未就学の子どもとそ

の親等が、住み慣れた地域の中で孤立することなく、生きがいを持ち、笑

顔で安心して暮らすために、日常的なふれあいや交流を行うことができる

「場」を定期的につくる活動です。 
 

⇒ 静岡市安部口地区の地区社協の 

活動事例を掲載 Ｐ30 

 

 

 

○『さりげない気づかい』 《見守り活動》 

 ひとり暮らし高齢者等の訪問による安否確認だけではなく、地域の住民

同士、事業者などが、ゆるやかに高齢者を見守ることによって、高齢者の

異変に早期に気づき、必要な支援につなげて 

いく活動のことです。 
 

⇒ 富士市青葉台地区の福祉推進会 

の活動事例 Ｐ32 

 

 

 

 

○『あなたの力を地域へ』 《団塊の世代の活動支援）》 

団塊の世代の活動支援とは、退職をした団塊世代の人々が「地域社会」

という新たなステージで、長年培った知識・経験・技能を生かし、いきい

きと暮らしていくためのヒントを提供し、さまざ 

まな地域活動に気軽に参加できるように、きっか 

けづくりや活動の支援をしていくことです。 

⇒ 磐田市の｢チーム団塊｣の 

活動事例 Ｐ34  

最近、地域にひとり親家庭や共働きの家庭が増え、子どもが一人

で夕食を食べている家が多くなってきた。 

退職して時間ができたけど、地域の事は妻に任せてきたので何も

知らない団塊の世代の男性を、どう地域活動に繋げたらいいの

か？ 

 

 

最近、地縁も薄れ、地域で集まる機会もなくなり、近所に知らな

い人が多くなった。 

 

 

認知症のおばあさんが一人で住んでいて、閉じこもりがちで最近

顔を見ないんだけど、心配だなぁ。 

 

考考ええるるポポイインントト 

【子ども食堂】 
 単に食事を提供して施す

のではなく、子どもやその

親の孤立を防ぐことを目的

に活動する視点が重要で

す。 

家や学校以外の場所で、

地域の大人と関わる時間

や、つながりを持つことで

社会的な孤立を防ぐことが

できます。 

【サロン活動】 
住民が主体となって定期

的に集う機会を作ること

で、介護予防以上に効果を

発揮することができます。

関わり方によって、生きが

いが生まれたり、孤立を防

ぎ、地域の一員としての実

感が持てます。 

顔の見える関係になるこ

とで、新たな交流が生まれ

ます。 

【見守り活動】 
居場所や、サロンがあっ

ても、なかなか参加しない

閉じこもりがちな方もいま

す。無理に参加させること

はできない為、地域で温か

く見守ることも重要です。  

自宅を訪問することで、

顔見知りになり、地域に住

む方の意識が変われば、ち

ょっとした日常の変化に気

づく事にもつながります。 
 
【団塊の世代の活動】 
経験豊富な団塊の世代の

力を地域福祉活動につなげ

るためには、きっかけづく

りが重要です。 

どのように呼びかけ、持

続できるようにしていく

か、関わり方や、意欲を向

上させる仕掛けが重要で

す。 
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 第１節 『いつでも誰でも』居場所の活動事例 

～「誰が」「いつでも」「自由に選べる」カフェ里の取り組み～ 

 

 

東益津地区は、焼津市の北部に位置し、山と海に囲まれた自然豊かで、

コミュニティー活動が盛んな地域です。 

 しかし、この地区においても、核家族化の進行と地域人口の減少、住民

の高齢化などの環境の変化から、これまでの活動を継続するには難しい状

況が生まれていました。更に、老人クラブの活動がままならなくなり解散、

その方たちの生きがいづくりが大きな問題となってきました。 

 同じ頃、社会福祉協議会や地域福祉推進委員会（地区社協）で「居場所

づくり」を推進しており、その働きかけをとおして地域の機運が高まり、

担い手の養成講座を開催し、そこに関わった人たちで「居場所づくり」が

スタートしました。 

 

 

カフェ里は、気楽に「学び、おしゃべり出来る」交流の場をコンセプト

に時々の話題に即した講話をメニューに加え、会場まで来れる人なら誰で

も受け入れています。 

9:30 から 11:30 のオープ 

ンですが、回を重ねるごとに昼 

食を一緒にする日があったり、 

一日のんびり過ごす日があった 

りと、あくまでも主役は利用者 

という柔軟な運営により、地域 

みんなの拠り所となっています。 

 

 

 

★ 地域のキーパーソンとなる区・自治会が事務局となり運営に関わっ

ています。 

活動場所：中里会館 2 階大広間（中里 270－1） 

地域住民が徒歩で来れる自治会館です。 

活動時間：毎月第４水曜日 9:30～11:30（平成 27 年 7 月開設） 

運営体制：東益津地区地域福祉推進委員会 

東益津第 16 自治会中里区 

運 営 費：参加費 100 円／回  

※他弁当代等有り 

     社協からの運営助成金も有り 

（毎年度） 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

地区データ  (H28.3.31 現在) 

焼津市東益津地区 

自治会数：3 自治区(中学校区) 

人 口：10,149 人 高齢化率 ：34.5％  

世帯数：3,948 世帯 

社社協協のの関関わわりり 

【 地域の状況を調査 】 

地域の皆さんの状況や意

向を確認するために、社協

では、事前調査やアンケー

ト、住民懇談会などを実施

し、困りごとなどを洗い出

し、必要な支援の内容を調

査します。   

この時に、地区社協や自

治会などの全面的な協力と

理解を得た上で行うこと

で、取りまとめや報告会も

スムーズに実施できます。 

 

【  担い手養成講座の実施 】 

地域の皆さんの意向をま

とめ、住民主体の居場所づ

くりを目標に定めた次の段

階として、担い手（ボラン

ティア）養成講座を行い、

運営に関するノウハウを学

んでいただきます。 

必要に応じて既存の居場

所の見学会なども行い、取

り組みから得られる想いや

知識を深めます。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 

３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 

第３章 「○ふだん行われている○くらしの中の活動」を○しろう！ 

 



 

 

 

カフェ里の参加者は主に高齢者ですが、３世帯家族、独居世帯、母子世

帯、高齢者夫婦など、世帯構成や状況は様々です。カフェ里に集まって交

流を行うことにより、独居の孤独感を和らげたり、介護予防や生きがいづ

くりなどにも繋がっていると思われます。また、普段からよく通っている

人が参加しなかった場合に、周囲の参加者や運営ボランティアが気遣う関

係づくりも見守り活動に繋がる良い効果の一つであると言えます。 

 

 

(1)  原則午前中の開催を午後にまで拡大、または月１度の開催 

回数を増やすか 

    ⇒  運営ボランティアの負担増を避けるための策は 

(2)  長続きする居場所を目指すには 

    ⇒  無理なく続けられる運営ボランティアと魅力ある企画を 

(3)  会場が２階で参加者によっては上り下りが大変である  

(4)  ボランティアの世代交代（担い手の養成・伝承） 

    ⇒  運営の中心となる人材の確保と必要性の確認 

(5)  子どもたちや子育て世代の参加増進 

    ⇒  誰でも気軽に安心して来れる環境づくりやＰＲを 

 

 

現在の利用者は、高齢者が多くなっていますが、障害のある方や子育て

世代、若者も来やすい仕掛けをし、本当の地域の拠り所にしていきたいと

思っています。 

また、「人が集まる処に情報あり」という視点で、生活ニーズや課題をキ

ャッチし、その解決に向けた拠点としての展開が、自治会が運営する居場

所だからこそ期待できる面であると考えています。 

 

 

「何でもいいから、集まる場を」と運営 

責任者の役割を与えられ、何とか果たさな 

ければと懸命に取り組んできました。 

自分が来て楽しい、また次も行きたくな 

る、待ち遠しい「居場所」にと工夫してい 

くうちに、気が付けば自分の生きがいにも、 

イキイキする場にもなっており、困ったことが起きると何となく誰かが助

けてくれました。その輪も大きくなり少しずつですが、共助の機運が生ま

れていました。 

論より実践、多くの人を巻き込む。これからも地域と共に楽しんでいき

たいと願っています。 

【 設置に向けた検討会 】 

養成講座の参加者、運営

ボランティア、自治会関係

者、地区社協などの地域キ

ーパーソンに呼びかけ、設

置に向けた検討会を開催

し、運営を担う人・設置す

る場所・運営資金等の本格

的な話し合いを行います。 

【 開所に向けた調整 】 

運営ボランティアの意向

を鑑みながら、プログラム

内容や受けられる助成金な

どの細かな相談に対応し、

居場所全体の方向性を整え

て行きます。 

【 居場所開所式 】 

開所式に参加し、立上げ

の喜びを地域の方と一緒に

分かち合います。 

場合によっては、本格オ

ープン前にプレオープンを

数回行い、必要な物品や体

制を探ることもあります。 

【 事後調査 】 

事後調査や状況把握を兼

ねて、オープン後も見学に

伺い、新設の居場所に対し

て継続したサポートを行い

ます。 

【 ボランティア連絡会 】 

居場所ボランティア代表

者連絡会を開催し、情報交

換・情報共有等を重ね、運

営者にとってより良い活動

や長く続く居場所に向けた

取り組みのヒントになるよ

うな企画に努めます。 

 

 

社社協協のの関関わわりり 

23 

 

４ 実 績 ・ 効 果 

 

 

５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 



 

 第２節 『身近な相談所』ボランティア相談の活動事例 

～想いと想いをコーディネートする住民主体のボランティアセンター～ 

 

 

 

平成 5 年から浜松市内で地域住民による福祉組織として、地区社会福祉

協議会（以下「地区社協」という）が順次設立されました。 

そして、徐々に地域住民のボランティアの機運が高まり、より近い地域

でボランティア相談が受けられる体制と地区社協等の地域住民組織の活動

拠点の確保のために平成 13 年に浜松市の施策として地域ボランティアコ

ーナーが地域の協働センター（旧公民館）等に設置されました。 

（設置数：３７か所（平成２８年４月現在）） 

  

 

・福祉なんでも相談 

・ボランティア相談  

・家事支援サービスの受付窓口 

・車椅子の貸出し 

・レクリエーション道具の貸出し 

・各種団体のミーティングの場所提供 

・その他 

※活動内容は各地域のボランティアコーナーによって異なります。 

[利用時間]：各地域のボランティアコーナーの実情にあわせて設定 

 

 

設置場所 市立協働センター（旧公民館）２８か所 

     消防署 １か所 

     その他公共施設 ２か所 

     自治会館 ４か所 

     スーパー １か所 

     空き家（民家） １か所 

運営主体 地区社会福祉協議会 

運 営 費 地域ボランティアコーナー設置準備費（行政補助金） 

     地域ボランティアコーナー運営費（行政補助金） 

   

 

(1)  地区社社会福祉協議会の活動拠点として活用ができるため、活動の

幅が広がります。 

(2)  身近な所でボランティア相談ができるようになり、地域のボランテ

ィア意識が高まります。 

(3)  家事支援事業・ふれあいサロンやその他行事の申込み先として   

活用することできます。 

(4)  身近な所で福祉相談ができるようになり、地域の福祉なんでも相談

所となります。 

 

 

 

  

 

 

 

地区データ  (H29.1.1 現在) 

【浜松市】 

自治会数：736 町内 

人口：808,249 人 高齢化率 ：26.2％  

世帯数：330,765 世帯 

中瀬ボランティアコーナー 

（公共施設） 

 

社社協協のの関関わわりり 

【 設置に向けた検討会 】 

 ボランティアコーナーを

設置するための場所や運営

体制、相談のノウハウにつ

いて、アドバイスを行いま

す。 

 また、必要に応じ関係者

に対して、地区社協に地域

ボランティアコーナーの必

要性を説明します。 

 その他、地域ボランティ

アコーナーを拠点とした事

業を提案していきます。 

【 地域の状況を調査 】 

地域のボランティア調査

のためにアンケート等を実

施し、地域のボランティア

ニーズを一緒に確認しま

す。 

【相談員など養成研修の実施】 

相談員を養成するために、

地区社協と協働して相談に

必要な知識を学ぶ研修を実

施します。 

【 運営に向けた調整 】 

運営に必要な内容等の相

談に応じ運営が整うように

調整の段階から支援し、運

営後も継続してサポートし

ます。 

他の地域のボランティア

コーナーの情報も随時提供

します。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 

３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 

４ 実 績 ・ 効 果 

 

 



 

(5)  レクリエーション道具や車椅子を貸出しすることにより、地域福祉

活動の促進や要援護者の支援ができます。 

(6)  行政や地区社協などとの打ち合わせの場として活用できます。 

(7)  地域の各種団体やボランティアグループなどとの無料のミーティ

ングの場として活用できます。  

(8)  その他、地域の実情にあわせた活用方法の展開ができます。 

 

 

・適正な対応ができる相談員の確保 

・地域ニーズに対応した開所日のボラ 

ンティアスタッフの確保 

・公共施設のスペースを活用している 

所が多いため、設置から年月が経ち、 

備品等が増えてきており、手狭になる。 

・公共施設がない、または活用できる公共施設がない地域での設立施設 

の確保 

・電話代や FAX 代等の通信費の経費が多く運営費が補助金のみで賄う

ことができない。 

・その他、地域の実情による課題 

 

 

現在。５４地区社協中３７か所のボランティアコーナーの設置に留まっ

ているため、全地区に設置ができるようにしていくように働きかけをして

いきます。 

また、地域になくてはならないボランティコーナーにするために、機能

の充実と地域の方が気軽に立ち寄れる雰囲気づくりをしていく必要があり

ます。 

 

 

地域に必要とされるボランティアコーナーなるように工夫をしており

ますが、もっと若者が利用しやすい場所にしていくために考えていく必要

があります。 

ボランティアをやりたいとの相談があり、コーディネートができた場合

は、地域のボランティア仲間ができたと思いとてもうれしく思います。 

地域に根ざしたボランティアコーナーにするために、地域住民のみんな

で話し合い、地域に愛される活動拠点としていきたいと思います。 

 

萩丘中ボランティアコーナー（スーパー） 

【ネットワーク】 

 ボランティア相談や福祉

なんでも相談などは、相談

者の要望と相談内容を解決

する先をつなげる必要があ

ります。 

「ボランティア（何か）

をしたい」という要望には、

「ボランティアが必要な

人・団体」を把握していな

くてはなりません。（その逆

もあります。） 

そのためには、ニーズを

把握していると同時にさま

ざまな組織・団体とつなが

っている必要があります。 

社協では、つなぎ先のひ

とつと考えられる専門職と

のネットワークを構築する

ための調整を行います。 

 また、社協のボランティ

アセンターから随時情報提

供を行い、必要な相談に応

じます。 

【運営上のアドバイス】 

 活動を継続的に支援する

ために、定期的に活動場に

出向き、運営上の課題等の

相談に応じます。 

【情報交換】 

 他で活動しているボラン

ティアコーナーと情報交換

を行い、課題の共有や連携

して取り組める内容を模索

し、活動の活性化を図る機

会を設けます。 
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５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 

社社協協のの関関わわりり 



 

高齢者宅の庭木の剪定 

第３節 『お互いさまの気持』家事支援サービスの活動事例 

～住民参加型家事支援 富塚地区社協ふれあいサービスの取り組み～ 

 

 

 平成 12 年より介護保険制度が施行されることで、それまでホームヘル

パーを利用して生活していた人たちが自立等と認定され、サービスが利用

できなくなったり、支援してもらえない項目ができた場合、どのように地

域で生活が続けられるのでしょうか。 

また、少子高齢化に向けて富塚地区でも地域住民が支える互助の必要性

と転勤族が多いこの地域で自分たちも高齢になるそのとき安心して生活が

続けられる地域にしたいと地区社協としての思い強くなりました。 

このような、課題や思いがカタチとして、介護保険制度の施行 1 年前か

ら介護保険サービスを利用できない地域

の人の支援と担い手確保のために、地域で

浜松市社協の協力を得てホームヘルパー

3 級養成講座を実施し、家事支援事業の仕

組みを構築しました。 

 

 

 地域の方が少しのお手伝いで安心して生活ができるように支えます。 

 [支援内容] 

①掃除及び整理整頓 ②洗濯及び補修（ボタン付け、ほころびを縫うなど）  

③食事の支度、後片付け ④買い物（生活必需品）の代行  

⑤通院等の送迎付き添い（公共交通機関の利用に限る）  

⑥薬剤の受領代行、医療機関への連絡 ⑦外出、散歩の付き添い  

⑧手紙等の送付代行 ⑨話し相手 ⑩産前産後の家事支援、子育て支援  

⑪庭の草取り、水まき ⑫電球、電池の交換  

⑬その他必要と思われる家事支援 

[利用できる方] 

富塚地区自治会連合会内のお住まいの方で 

 ①高齢者、障害のある方、一人親世帯 

 ②急病などにより家事支援が必要な世帯 

 ③産前、産後の手伝いなどの子育て支援が必要な世帯 

 ④その他家事支援が必要と思われる世帯 

[利用時間] 

月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 午前 9 時～午後 5 時 

※緊急時は支援内容により対応します。 

 [利用料金] 

  最初の1時間 600円。1時間を超えた場合30分毎に300円加算。 

 ※長期連続して利用する場合は 1 時間 800 円。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区データ  (H29.1.1 現在) 

【浜松市中区富塚地区】 

自治会数：6 町内(中学校区) 

人 口：15,867 人 高齢化率 ：37.7％  

世帯数：6,713 世帯 

社社協協のの関関わわりり 

【 設置に向けた検討会 】 

 地区社協や自治会・民児

協などの地域住民組織を中

心に、実施に向けた検討会

を行い、地域での話し合い

の場を設置します。 

また、地域の方へのサー

ビスの説明会へも協力・支

援します。 

【 地域の状況を調査 】 

地域の状況やニーズを把

握するために、事前調査や

アンケートや住民懇談会な

どを実施し、地域の困りご

となどを確認します。 

また、自治会や民生委員

などへの説明会へも協力・

支援します。 

【 担い手養成講座の実施① 】 

実際に活動を行う担い手

（協力員）の確保のために、

協力員養成講座を行い、活

動に必要な知識を学ぶ研修

を実施します。 

【 担い手養成講座の実施② 】 

利用者との調整役のコー

ディネーターのために活動

に必要な知識を学ぶ研修を

実施します。 

【 担い手養成講座の実施③ 】 

 協力員やコーディネータ

ーのスキルアップのための

継続研修を実施します。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 



 

 

 

  実施主体：富塚地区社会福祉協議会 家事支援部 

  運営費 ：利用料、市社協補助金 

  運営体制：協力員 49 名（内、コーディネーター7 名） 

 

 

延利用件数 472 件 延活動人数 763 人、延活動時間 1,147 時間 

 [効果]  

①地域で孤独になりがちな人に対して、協力員が精神的な支えとなり得

ます。  

②お手伝いを必要とする人に生活支援により、地域住民が具体的に生活

を支えことができます。  

③介護保険制度の対象外の人にも支援することができます。  

④「見守り」の機能として発揮します。 

⑤男性の活躍できる活動となります。 

 

 

① 担い手の高齢化のため、担い手が不足し、 

今後ニーズに応えられない場面が出てくる 

可能性がある。 

②ニーズの多様化により、現状の支援内容を 

見直し、担い手のスキルアップもしていか 

なければならない。 

③社会福祉制度の変化にともない、地域に求めるものが多くなってきて

いるため、その度に活動を見直していく必要がある。 

 

 

継続して実施できるように運営体制の構築をし、地域の若者が関われる

活動にしていきたい。 

また、専門職との連携を強化し、これからの生活支援体制の一躍を担い、

浜松一生活しやすい町 富塚を目指していきたい。 

 

 

活動として特別なことはしていません。 

地域の住民としてお互い様の気持ちで活動 

しております。 

いつ自分がお手伝いしてもらわなければな 

らない立場になるかわかりませんから。 

ただひとつ、富塚が高齢者にとってやさし 

い街になれればと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具転倒防止器具の取付け 

利用者 

社社協協のの関関わわりり 

【 運営に向けた調整 】 

支援内容や運営に必要な

内容等の相談に応じ運営が

整うように調整の段階から

支援し、運営後も継続して

サポートしていきます。先

進地の情報も提供します。 

【ネットワーク】 

 他地区とのネットワーク

を構築するために、定期的

連絡会を開催し情報交換や

情報共有等を行います。 

【補助金（助成金）】 

 継続した活動を実施する

ための支援として、事業に

対する補助金等を交付しま

す。 

【運営上のアドバイス】 

 活動を継続的に支援する

ために、定期的に活動場に

出向き、運営上の課題等の

相談に応じます。 

 

●活動までの流れ 

 

 

 

 

 

 

利用者 

相

談 

調

整 

コーディネーター 

活

動

・ 

支

援 説

明 

協力員 
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３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 

４ 実 績 ・ 効 果 

 

 

５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 



 

第４節 『子どもの未来を』子どもの支援（子ども食堂）の活動事例 

～子どもの孤食を防止し子育てに奮闘する親御さんへのエールを込めて～  

 

 

 社会的問題としてメディア等でもよく取り上げられている『子どもの孤

食』。富士市富士見台地区も例外ではなく各家庭の様々な事情による『子ど

もの孤食』が懸念材料として顕在化していました。そのような現状を目の

当たりにし、未来を担う大切な子どもたちに、同じ地域に住む大人として

何かできることがあるのでは？という想いにかられて、『こども食堂』の立

ち上げに取りかかり、平成２８年５月に開設しました。 

 

 

 毎週１回（水曜日）１７時より富 

士見台地区まちづくりセンター（ま 

ちづくり活動の拠点となる行政の施 

設）を会場に開設しています。活動 

の趣旨は子育ての応援の場所として 

『子どもの孤食を防止する』『子育 

てにがんばっている親御さんを応援 

したい』というところにあります。 

 メニューはバイキング形式で必ず

２０品目以上がボランティアスタッフによって用意されており、市の健康

推進員のアイデアをもらいながら作っています。 

 利用にあたっては小中学生２００円、高校生３００円、大人４００円と

いう価格を実費負担分として設定し、チケット制で対応しています。必要

に応じて事前にチケットを渡し、無料で利用できるようにする態勢も整え

ています。 

 

 

 

(1) 活動場所 

   富士見台地区まちづくりセンター 

（富士市富士見台６丁目１−１） 

   『まちづくりセンター』はまちづくり 

   の拠点となる市の行政施設で富士市内に２６ヶ所設置されています。 

(2) 運営体制 

代表者が発起人となり、活動趣旨に賛同したボランティア２９名に

よって運営されています。 

(3) 運営費 

利用者から実費としていただく利用料（利用者の属性により金額は

変わる）や助成金へ応募し費用を賄っています。 

 

 

 

  

メニューはすべてボランティアスタッフによる

手作りです 

 

社社協協のの関関わわりり 

【活動の相談として来所】 

「活動を始めたいので相

談したい」との問い合わせ

に対して、社協では、開設

に向けた相談にのります。 

 

【チラシ等の作成を支援】 

開設に向けて、地域住民

に向けての開設のチラシ・

ポスターおよびボランティ

アスタッフの募集チラシを

デザインや内容を代表者と

相談しながら作成するとと

もに、チラシ・ポスターを

ボランティアセンターにも

掲示し周知活動の協力をし

ます。 

 

【運営に関する相談】 

ボランティア活動保険の

加入に関すること、各種助

成金情報など活動に入る前

の相談や活動に関して発生

した問題や検討事項につい

て相談を受け、より良い活

動となるよう専門機関への

確認も一緒に考える等対応

しています。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 

３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 

地区データ  (H29.1.1 現在) 

【富士市富士見台地区】 

自治会数：10 町内(小学校区) 

人 口：6,355 人 高齢化率 ：31.1％  

世帯数：2,640 世帯 



 

 

 

 これまで５月２５日の活動開始から計３２回こども食堂を実施してお

り、延べ子どもが 1,012 人、大人が 689 人、合計 1,701 人の方々に利

用していただきました。地元紙などメディアにも取り上げていただき活動

の情報発信も進みつつあります。 

 放課後児童クラブを利用している子

どもたちは、児童クラブの終了後にこ

ども食堂を利用することで夕食をとり

ながら親の帰りを待つことができ、親

にとっては帰宅後の夕食の支度にかか

る時間が省けることで子どもに 

向き合う時間をつくることができるという声も聞かれています。 

 

 

(1) 荷物や材料の保管場所の確保 

調理器具や材料などは、その日のこども食堂が終了するとまちづく

りセンターに置いておくわけにいかないため、すべて代表と副代表の自

宅へ二手に分けて持ち帰っています。 

荷物を分散させてしまうと、管理する上で衛生面の一元化に不安が

あり、また個人宅での保管となることで管理している人が何かしらの理

由でこども食堂に関われない場合にその日の開催ができなくなってし

まうなど様々なリスクが想定されます。 

(2) 地域住民やまちづくりセンターを利用する地区内の他団体の理解 

会場がまちづくりセンターのため、地域住民やまちづくりセンターを利

用する地区内の他団体の理解を得ることも喫緊の課題となっています。 

(3) 子どもたちの安全の確保 

利用する子どもたちが安全に来て安全に帰れるように、利用にあた

っては親の許可を取ってもらい、来ている子どもたちには帰る前にスタ

ッフが気を配り声掛けをする等の対応をしています。 

  

 

 こども食堂での食事の提供のみでなく、待っている子どもたちに向けて

読み聞かせを始めました。スタッフの中に読み聞かせ活動をやっているメ

ンバーがおり、子どもたちの反応も良いので今後も継続していきたいと考

えています。また子どもの勉強をみるなど学習支援的な活動も今後検討し

ていきたいと考えています。 

 

 

 活動の立ち上げにあたり、様々な機関や関係者から協力いただいてここ

まで継続してきた活動なので、富士見台地区の子どもたちや子育てに奮闘

している親御さんたちのためにも、とにかく継続していきたいと思います。 

 

毎回彩り豊かなおかずがバイキング形式で

提供されます 

社社協協のの関関わわりり 

【プレオープンに出席】 

第１回目のオープンに先

駆けて、地域の関係者や行

政の関係各課を招いてプレ

オープンを実施。 

協力機関への働きかけを

行います。 

 

【他の実践者とのつなぎ】 

今のところ、県内の他の

こども食堂との横のつなが

りがありません。 

そのため、実際に運営し

ている中で見えてきた問題

なの解決のために他の実践

者達の対応を知りたいとき

に県社協等への問い合わせ

を行ったり、情報をいただ

いた他の実践者への相談や

つなぎをしたりしていま

す。 

 

【ご協力いただいたこと】 

市の社会福祉大会での実

践報告や市内外からの視

察・見学希望に対しての対

応などをしていただき社協

側にご協力いただくことも

たくさんあり、お互いの協

力関係が成り立っていま

す。 
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４ 実 績 ・ 効 果 

 

 

５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 



 

第５節 『元気が一番』ふれあい・いきいきサロンの活動事例 

～ 地域が元気になる！Ｓ型デイサービスの取り組み ～ 

 

 

安倍口地区社会福祉推進協議会（安倍口地区社協）では、平成 20 年に

地区で最初のＳ型デイサービス「安倍口サロン」を開設。サロンの評判が

良く、多くの高齢者が地区中から参加するようになりました。平成 26 年

には参加者が 40 人を超え、新たなサロンの開設が地区社協としての課題

となっていました。 

また、平成 24 年に地区社協が実施した住民アンケートでは、高齢者の

外出機会が少なく、介護予防の場づくりが求められていることがわかりま

した。こうしたことも後押しし、「安倍口サロン」に携わっていた民生委員

３人が核となって、西ヶ谷町内を中心に新たなサロン作りがスタート。 

そして、平成 27 年１月、新たな「西ヶ谷サロン」が開設されました。 

 

 

西ヶ谷サロンは原則として毎月 

第２・第４水曜日に開いています。 

毎回１５人ほどの高齢者が参加 

し、Ｓ型デイサービスの基本プロ 

グラムに沿って、血圧測定、健康 

チェック、歌、健康体操、遊びリ 

テ―ション（遊びとリハビリテ― 

ションの造語）、会食などを行います。 

《１日の流れの例》 

９：００ ボランティアスタッフ集合 

９：３０ 受付（健康チェック、血圧測定） 

  １０：００ あいさつ、包括支援センターの話 

  １０：２０ 休憩（お茶で水分補給） 

  １０：３０ 歌唱（スタッフがキーボードで伴奏）、健康体操、 

遊びりテ―ション（手や頭を使うレクリエーション） 

  １２：００ 昼食（地域の加工場で作られたお弁当） 

  １２：３０ 解散・スタッフミーティング 

  １３：２０ ボランティアスタッフ解散 

 

 

(1)  活動場所 

  「西ヶ谷サロン」の会場は、静岡市が清掃工場に併設して設置した

資源循環体験施設「しずもーる西ヶ谷」の市民活動スペースです。 

(2)  運営体制 

安倍口地区社協にはサロン推進部があり、地区内３つのＳ型デイサ

ービスと子育てサロンの運営をバックアップしています。西ヶ谷サロ

ンには 14 人の住民ボランティアスタッフ（サロン推進部を含む）が

携わっています。 

 

 

 

 

楽しく談笑する参加者とボランティア。住民同士の
交流はサロンの魅力の一つです。 

 地区データ  (H28.12.31 現在) 

【静岡市葵区安倍口地区】 

自治会数：7 町内(小学校区) 

人 口：5,401 人 高齢化率 ：38.9％  

世帯数：2,334 世帯 

社社協協のの関関わわりり 

【Ｓ型デイサービス】 

身近な地域の公民館で行

われる高齢者の介護予防を

目的とした地域住民手作り

のサロン活動で、静岡市独

自の取り組み。「Ｓ型」は静

岡型という意味です。 

静岡市社協が静岡市から

委託を受け、地区社協での

実施を支援しています。 

現在、68 地区で 259 会

場が開設されています。 
（H28 年 12 月） 

【地域福祉コーディネーター】 

地域福祉活動を支援する

「地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ」を地

区ごとに配置し、地区社協

活動全般について情報提供

や助言、助成金申請支援な

どの支援を行っています。 

【ニーズ調査】 

地域福祉活動の出発点と

なる住民アンケートや地区

福祉懇談会の実施にあた

り、地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰが他

地区の情報提供や、住民と

共に企画するなどの支援を

行います。 

【開設に向けた支援】 

Ｓ型デイサービスの開設

に向けて、ボランティアへ

の説明、開設までの相談支

援のほか、プレオープンの

実施支援やレクリエーショ

ン指導員による研修を行い

ます。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 

３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 



 

(3)  運営費 

 静岡市社協からの助成金により 

運営しており、主に会場使用料や 

保険料、茶菓子代、工作材料費、 

講師謝礼などに支出しています。 

 

 

(1)  平成 27 年度実績 

開催回数：23 回 

参加者：延べ 318 人、（平均 13.8 人） 

ボランティアスタッフ：延べ 276 名（平均 12 人） 

(2)  事業の効果 

① 閉じこもりの予防と介護予防の増進 

⇒ 定期的な外出機会の確保が介護予防につながる   

② 新たな担い手の掘り起し 

    ⇒ サロンづくりが地域福祉活動に参加する住民を増やす 

③ 地域住民の緩やかな見守り 

    ⇒ 参加者、ボランティアが知り合い、お互いを気にかけあう 

 

 

(1)  参加者の拡大 

⇒ 潜在的にいる閉じこもりがちな高齢者の掘り起しと呼びかけ 

(2)  備品保管場所の確保 

  ⇒ 公共施設のためレクリエーション用品等を保管する場所が不充分 

(3)  ボランティアの役割分担 

  ⇒ 一人の人に役割が集中してしまう現状を改善 

 

 

 サロンの参加者、ボランティア同士 

が、お互いの体調を心配したり、欠席 

した近所の人の様子を伝えたり、お互 

いを気に掛け合う関係が生まれてきて 

います。将来はサロンの中で気になっ 

た困りごとを地区社協活動に結び付け 

ていければと考えています。 

また、安倍口地区社協全体としては、Ｓ型デイサービスを３会場で展開

していますが、歩いて行ける距離で開催できるよう、７つ全ての町内で開

設することを目標としています。 

 

 

開設から２年経過した今でも、隣の町内から手伝いに来てくれている安

倍口サロンのボランティアスタッフに感謝しています。地区社協という組

織がバックアップしていることで安心して活動できています。今後もボラ

ンティアスタッフが力を合わせて、司会や会計、体操、ゲームなどそれぞ

れの得意分野を持てるように取り組んでいきたいと考えています。 

 

回想カルタで盛り上がる参加者。毎回の支援では、
ボランティアが新しいレクリエーションを学ぶ場
にもなっています。 

この日は市社協のインストラクターが訪れ体
操の指導を行いました。 

 

社社協協のの関関わわりり 

【行政との調整】 

事業主体の静岡市と地区

社協の間に入り、円滑に進

むよう調整を行います。 

事例のように公共施設を

会場とする場合は、会場の

優先予約や使用料の減免に

ついて手続きを支援してい

ます。 

【レクリエーション用具の貸出】 

レクリエーション用品は高

額なものが多く、保管場所

に困る会場もあるため、市

社協で貸し出しを行ってい

ます。その他、ﾜｲﾔﾚｽｱﾝﾌﾟや

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰなど、地域福祉活

動に必要な資機材も貸し出

しています。 

【会場連絡会・研修会】 

他会場との交流やスキル

アップを行うため、年に数

回会場連絡会とスタッフの

研修会を実施しています。 

連絡会では、会場の代表

者が集い、近隣の会場とさ

まざま情報交換を行いま

す。研修会では、レクリエ

ーションや体操の指導者を

招き、サロンの運営に必要

な技術等を学んでいます。 

【ボランティアの養成】 

ボランティアの養成講座

などを定期的に開催し、ボ

ランティアの裾野を広げて

います。また、ボランティ

ア活動を希望する市民の相

談にも応じ、地元を中心と

した活動を希望する方には

地域のサロン活動につなげ

ています。 
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４ 実 績 ・ 効 果 

 

 

５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 



 

第６節 『さりげない気づかい』身近な見守りの活動事例 

    ～防災グッズの配布を通じた見守り（認知症を含み）活動～ 

 

 

 平成 22 年に行った青葉台地区の地域懇談会で、閉じこもりがちな高齢

者の見守りが課題として挙げられました。また、翌年の平成 23 年に東日

本大震災が発生したことをきっかけに、地域の支援が必要な人を把握し、

日頃からさりげない見守りを進めることを目指し、青葉台地区福祉推進会

の高齢者への防災啓発を兼ねた見守り活動としてスタートしました。 

 

 

 75 歳以上の高齢者世帯の全世帯 

を対象に、民生委員・町内会長等を 

含む福祉推進会員が防災グッズを届 

けながら声かけを行います。民生委 

員が対象者をリストアップし、同じ 

地区に住む福祉推進会員とともに 

12 月の地域防災の日の前に訪問 

します。 

 この訪問をきっかけに顔見知りの関係をつくり、日頃のさりげない見守

りや災害時の援助につなげます。また、訪問の際は心配ごと等の聞き取り

を行い、必要に応じて「災害・緊急支援情報キット（※）」の申請を促し、

町内会単位で地域の支援が必要な人の把握に努めます。 

防災グッズ内容（平成 28 年度） 

継続対象者：非常食（パンの缶詰）、ライト付きホイッスル、啓発チラシ 

新規対象者：上記に加え非常用袋、レスキューシート、災害備蓄用水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  活動場所：民生委員担当区域ごとリストアップし対象世帯を訪問。 

(2)  運営体制：町内会長やボランティアを中心とした地域住民で構成され 

る福祉推進会が、民生委員と連携をとり防災グッズを配布。 

(3)  運営費：福祉推進会事業費のうち、防災グッズ配布事業の費用とし 

て 130,000 円の予算で事業を実施。 

 

 

 

  

 

日常の関わり 本事業 

平成 28年度の防災グッズ。非常食は毎年更新、

その他のグッズはその年によって異なります。 

高齢者世帯 

防災グッズ配布 

様子の聞き取り 

要援護者 

把握 
近隣の 

住民 

声掛け 

見守り 

情報共有 
 

民生委員 

福祉推進会 

 

 

社社協協のの関関わわりり 

【 地域懇談会の実施 】 

地域福祉活動計画作成の

際、住民の声を取り入れる

ために社協主催で地域懇談

会を開催しています。 

【 地区担当者による支援 】 

社協は福祉推進会（地区

社協）の事務局として、活

動全体の活動経費の助成と

コーディネート職員による

支援（各活動実施に向けた

調整、情報提供等）を行っ

ています。 

本事業について、社協の

地区担当職員は①地区民生

委員児童委員協議会へ対象

調査依頼、②対象者集計事

務、③グッズ購入先調整、

④検討会合の支援等を担っ

ています。 

※災害・緊急支援情報キット 

行政が実施する、身体の

状況や重要な医療情報など

をコンパクトな容器に収め

て冷蔵庫に保管しておくも

の。申請すると町内会長が

所有する災害時要援護者リ

ストへ掲載されます。 

【 企画委員会の実施 】 

毎月企画委員会を開催し、

事業実施に向け計画を立て

ます。企画委員会には福祉

推進会員及び地区担当者が

出席します。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 

３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 

地区データ  (H29.1.1 現在) 

【富士市青葉台地区】 

自治会数 10 町内(小学校区) 

人 口：8,656 人 高齢化率 ：22.3％  

世帯数：3,456 世帯 



 

 

 

 75 歳以上の全世帯を対象としてい

るため、日頃閉じこもりがちな方との

接点ができ、日頃のさりげない見守り

やちょっとした相談事ができる顔見知

りの関係づくりの一端を担っていま

す。訪問者は対象者の健康状態等を聴

き取り、地域の支援が必要な人を把握

し、必要に応じて地域包括支援センタ 

ー等へつなげます。 

 また、普段から各グッズを活用していただけるよう丁寧に説明をしてい

ます。年 1 回防災グッズを配布することにより、各自の防災グッズの内

容（非常食・非常用水の期限等）を確認することができています。 

 

 

(1) 活動資金の確保 

 平成28年度では136 世帯 204 人が対象となっており予算内で実施

できているものの、今後対象世帯が増えていく中で課題となっていき

ます。 

(2) 他の地域住民も一緒に訪問するシステムづくり 

 福祉推進会員と民生委員が訪問にあたっていますが、日頃の見守り

につなげるためにも他団体や若い世代との協力が不可欠です。 

 

 

 現在は防災グッズの配布が中心ですが、訪問の際に家具固定の状況確認

を同時に行いたいと考えています。富士市全域で活動している家具固定ボ

ランティアと連携し、固定が必要な箇所の調査や実際に固定する際の援

助、地域における家具固定ボランティアの育成等に取り組みたいです。 

また、福祉推進会員に限らず、地区住民全体の活動として活発化させ、

隣近所で地域の支援が必要な人を把握し、さりげない見守りができるよう

活動を展開していきたい。 

 

 

 災害時の地域における共助を確立するため、この防災グッズの配布をき

っかけに災害に備えて他の防災グッズをそろえたり、家具の固定を考えた

りと、高齢者の防災に対する啓発となればと考えて続けています。 

また、毎年地道に活動を続けることで、住民全体が防災の意識を高め、

地域の地域の支援が必要な人を把握し、声を掛け合える関係をつくってい

くことに繋がると考えています。対象者からは、「日頃から声掛けしてく

れるので安心できる。」との声もいただいており、万が一の時のためにも

地域全体へ広げていきたいです。 

 

「ご自宅の非常食は期限が切れていませんか？」 

一緒に防災グッズの内容を確認します。 

社社協協のの関関わわりり 

【 地区福祉推進会連絡会 】 

 富士市内全 26 地区の福

祉推進会で連絡会を組織し

ています。市全体や近隣の

ブロックごとに情報交換や

研修を行い、地域福祉活動

の充実及び向上を図ってい

ます。 

【 他地区への広がり 】 

地区福祉推進会連絡会で

情報交換を行う中で、他地

区の福祉推進会でも本事業

に取り組み始めています

（平成28年度現在2地区）。 

地区担当者は、地区の実

情に合った事業を展開でき

るよう他地区の情報を収集

したり、計画づくりを支援

したりと様々な形で地域住

民の思いを実現するための

サポートをします。 

【 ボランティア養成講座 】 

 社協主催で「家具固定ボ

ランティア養成講座」を開

催し、育成を行っています。 

修了生の多くは家具固定

ボランティア団体「家具や

しめ隊」に所属し、活動に

従事しています。  

また、「家具やしめ隊」の

活動にあたり、社協のコー

ディネート職員が支援して

います。 
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４ 実 績 ・ 効 果 

 

 

５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 



 

第７節 『あなたの力を地域へ』団塊世代の活動事例 

～心が動く！ 体が動く！ 地域が動く！ ちょっとある時間と知恵を地域に広げよう！～ 

 

 

 これまでの知識と経験を活かしたい。時間を活かしたい。何かしたい。

何かやってみたい。という住民の声！！と経験豊富な団塊世代の力を社会

に引出し、生きがいの創出と新しい社会 

資源開発のために、市社協が企画した人 

材養成講座がきっかけで、自主グループ 

“チーム団塊”が立ち上がりました。 

 ３年間の講座受講者は、延べ７２名。 

 

 

定 例 会：毎月第３火曜日の午後 

内  容：① ニーズに即した勉強会 

② メンバー同士の意見・情報交換 

③ 地域活動のための準備や連絡調整 

 

活動コンセプト：① 元気で楽しく！ 

② 地域の為に役立とう！ 

③ 新しい生きがいづくり！ 

 

地域活動： ① 市内幼稚園の季節行事への協力 

② 東日本大震災被災地でのボランティア活動 

③ いわたふれあい広場へのブース出展 

④ 居場所“楽多クラブ”開設 

⑤ いきいき百歳体操の実践と普及啓発活動 

⑥ 依頼に応じたボランティア活動・市社協事業への協力 

 

 

懇親活動： ① 旅行 

② 忘年会 

③ フォークダンス 

そば打ち 

野菜づくり 他 

 

 

 

活動拠点：磐田市総合健康福祉会館 i プラザ 

運営体制：代表者・会計等、メンバー２４人 

     市社協が活動支援（定例会会場提供・情報提供 等） 

運 営 費：年会費 1,000 円程度 ※メンバーの自己負担。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区データ  (H29.1.1 現在) 

【磐田市】 

自治会数：305（市内） 

人 口：170,437 人 高齢化率 ：26,6％  

世帯数：65,820 世帯 

社社協協のの関関わわりり 

【きっかけ】 

H24 年～26 年の 3 年

間、市社協が、同世代での

組織化と新しい社会資源開

発を目標に新規人材養成講

座『団塊世代の地域デビュ

ー講座』を企画・実施。毎

年、講座最終日に、活動意

向調査と懇親会を実施。 

【活動内容・コンセプト】 

定例会を事前設定し、“せ

っかく出会った仲間！何か

みんなでやってみよう！”

のコンセプトのもとに、何

をしたいか？何ならできる

か？毎月の定例会で、意見

交換したり、勉強会を持っ

たりする中で、仲間意識を

構築しました。一人ではで

きないことをこの仲間とな

らできる！！という意識づ

けをサポート。 

“楽しくなければ続かな

い！”は、活動の鍵！ 

懇親活動も大切にしつつ

地域からのニーズに対し

て、新しい社会資源をどう

創りあげていくか？どう活

動していくか？一緒に考え

一緒に活動しています。 

【運営協力】 

運営にあたり、定例会会

場の提供や情報提供、意識

喚起等、側面的な支援を継

続的に実施しています。 
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１ 活動をはじめたきっかけ 

 

２ 活 動 内 容 

 

 

３ 活動場所・運営体制・運営費 

 

 

講座での 

出会い！

い！ 

みんな仲間だ！ 

団塊世代！ 



 

 

 

 (1) 経験豊富な団塊世代に対しての意識喚起 

社会が求めるニーズ・人材・地域活動等を伝えることにより、団

塊世代が主体的に地域活動に取組む姿勢を持つ機会となります。 
 

  (2) 自主組織立ち上げによる活動の継続性 

人材養成講座受講による情報収集・研鑚に止まらず、自主組織立

ち上げによって、地域活動実施の継続性につながっています。 
 

   (3) 新しい社会資源開発 

ニーズに対するボランティア活動の提供、新規居場所の立上げや

市の健康増進・介護予防活動への協力として、健康体操の普及啓発

活動の協力を行っています。 
 

 (4) 社協の応援団 

多様なニーズに対して、住民の立場で、ご協力いただける重要な

社協の応援団になっています。 

 

 

  (1)  人間関係：これまでの生き方や考え方の違いより、活動上での意志

の疎通が上手くいかず、時にもめることもあります。 
 

  (2)  運営資金：会費の徴収で運営していますが、新しい活動をスタート

させる際は、お金がかかるものです。助成金申請等の努

力と社会福祉法人等の協力（居場所のスペース借用と光

熱水費負担）を受けて活動しています。 
 

  (3)  自  立：市社協の人材養成講座受講がキッカケで立ち上がった団

体である為、市社協や地域・行政・法人等、ニーズに対

しての活動を依頼することも多い。快くご協力いただけ

る反面、真の自立には課題が残ります。 

 

 

“チーム団塊”の絆を途絶えさせるこ 

となく、求められる活動に協力していけ 

る体制づくりと、各メンバーが活動でぶ 

つかる課題の共有や共に励ましあえるメ 

ンバー自身の居場所でもありたい。 

 

 

  仲間ができた。世界が広がった。新しい発想。地域のために積極的に 

参加するようになった。地域のニーズに応えられる。歳が近いから連帯 感

が生まれる。ひとりで出来ないことも“チーム団塊”なら出来る。 
 

～ “チーム団塊”は、自分たちの居場所 ＼(^o^)／ ～ 

 

 社社協協のの関関わわりり 

【意識喚起・ 

新しい社会資源開発】 

新しい人材発掘と社会資

源開発のため、市民に意識

喚起する機会を設定。 

(例：講座開催・地区社協等の

地域会議・サロン・県壮年熟

期活躍プロジェクト事業…) 

新しい社会資源（人材）

としての組織化のお手伝い

をします。 

活動へ向けての具体的な

情報提供・支援をします。 

 

【運営上の問題点】 

団塊世代の方が生きて来

られた時代背景を理解し、

中立的な姿勢、客観的な視

点を持って支援していま

す。 

活動による出費が負担に

ならないように、各種助成

金案内や他組織等の社会資

源の活用を視野に情報提

供・双方のニーズと取組み

のマッチイングをしていま

す。 

自立を促しながら、求め

られる地域活動の協力団体

として継続した活動支援を

します。 

 

【 展 望 】 

求められる活動に協力し

ていける柔軟な組織体制づ

くりのサポートと新しい生

きがいづくり創出のお手伝

いをします。 
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４ 実 績 ・ 効 果 

 

 

５ 運 営 上 の 課 題 点 

 

 

６ 今 後 の 展 開 

 

 

７ 実 践 者 の 想 い 

 

 



 

第４章 聞いてみよう！知っておこう！小地域○ふ○く○し活動のちょっとしたこと 

第１節 「ちょっと聞いてみたい」 Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１：社協って何？ 

Ａ１：社会福祉協議会（社協）は、全国の都道府県・市区町村に設置されており、全国にネットワーク

を持っています。また、社協は、地域福祉の推進役として社会福祉法に位置づけられている民間

団体です。「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指して、地域の皆さまと一緒に地

域福祉を考え、行動しています。 

Ｑ２：困ったな・・・どこへ相談したらいいんだろう？ 

Ａ２：困りごとの内容によって窓口は異なりますが、みなさんの身近な相談先としては、民生委員・児

童委員が地域で活動しています。また、地域の福祉に関することは、社協やボランティアセンタ

ー、地域包括支援センターなどがあります。法律に関することは、法テラス、消費トラブルは消

費生活センターなどがあり、DV に関する相談は、DV 相談所など、いろいろな窓口があります。

相談は、どこでも聞いてもらえますので、まずは、お気軽にご相談ください。 

Ｑ３：サロンで食事を出したいけれど、どういうところに気を付ければいいの？ 

Ａ３：居場所やサロン、こども食堂などでは食事や飲み物を提供する機会が多いと思いますので、始め

る際は事前に最寄りの保健所に相談しておいたほうがいいでしょう。保健所ではその実施場所や

規模、対象、内容などによって勘案しますので、ケースごとの判断になるようです。飲食物提供

を中心にやりたい場合は、保健所で飲食店の営業許可を取ること一つの方法です。 

Ｑ４：ボランティアって特技がないとなれないの？ 

Ａ４：特技を活かすボランティア以外にも、日常のちょっとしたお手伝いのボランティアもあります。

近所に住む高齢者宅のゴミ出しを手伝ったり、登下校中の子どもを見守ったりと、身近なボラン

ティアもたくさんあります。また、講座を受けて自分のスキルアップをして活動を拡げることも

できますので、ぜひ社協のボランティアセンターへ相談してみましょう。 

Ｑ５：ボランティアグループを組織して長年活動をして来ましたが、ボランティアが限定され、

後継者となる人やリーダー的役割の人材が育っていません。 

Ａ５：まずは、グループでこれまでの活動を振り返ることが大切です。運営する上での改善点やボラン

ティア同士の関係づくりに何か気づきが出てくるかもしれません。また、同じように活動するボ

ランティアグループへ相談したり情報共有をしたり、社協へもご相談いただくことで、ヒントが

得られるはずです。 

Ｑ６：「見守り活動」などは、個人情報保護法がありボランティアでは活動できないのでは？ 

Ａ６：福祉活動は、「人対人」の活動なので、個人情報やプライバシーに「触れる」活動です。個人情

報保護法に対する過剰反応は社会問題となっています。国も「人の生命・身体を保護する活動は、

関係者で個人情報を共有するように努めてほしい」との考えです。大切なことは、個人情報・ 

プライバシーは大切なものであるという認識を持ち、基本は本人（当事者）の了解を得なが 

ら取り組むことです。細かな注意事項や運用方法などは、社協までお問い合わせください。 

 

 

 

 

36 

 



 

Ｑ７：子ども食堂の協力ボランティアを募集するために町内会で回覧を回しましたが、協力者

が現れません。ボランティアを集めるにはどのような方法がありますか。 

Ａ７：回覧板での周知は、自治会の住民にくまなく知らせるという点でとても有効な手段です。 

しかし住民の中には、やってみたいと思っていても、どのような活動内容なのか、自分にできる

かどうか不安もあり、手を挙げるのをためらう人もいます。はじめからボランティアとして誘う

だけでなく、講演会等などをとおして関心をつなぐ機会をつくったり、身近な地域活動に住民と

して参加してもらったりすることから始める方法などが考えられます。 

また、回覧は家族で見ている方が限られる場合がありますので、顔見知りから「一緒に行こう」

と直接誘ってもらうのも良い方法です。 

さらに、社協のボランティアセンターにボランティア登録して、関心のありそうな人に周知して

もらうと、新しいつながりができる可能性もあります。 

Ｑ８：｢いつ来ても誰が来てもいい｣という｢居場所｣って、来てくれた人に楽しんでもらえてい

るか不安…何をしたらいいの？ 

Ａ８：その時居合わせた人同士で話が弾んだり、数人集まればゲームをして盛り上がったりすることも

あります。時には人が来ない時間もあるかもしれませんが、入口を開けておくことによって自然

と人が集まり、口コミ等でその輪も広がっていくはずです。そのような利用者との〝つなぎ〟が

ボランティアの役割ではないでしょうか。ある程度の決まりごとや運営日時等が決まったら勇気

を持って立上げて、その後の状況や課題に沿って時間をかけて修正をしていくことで、その地域

になくてはならない居場所になると思います。 

Ｑ９：活動を始めたいけれども、お金がありません。助成金が欲しいのですが。 

Ａ９：行政や県社協・市町社協のホームページに助成金情報が掲載されています。 

しかし、地域福祉活動を対象とする助成金は各種ありますが、助成金ばかりに頼ると安定した

活動はできません。また多くの助成金は活動実績がないと申請できないようになっています。ま

ずはお金がなくてもできることから始めてみましょう。寄付金を募ったり、フリーマーケットや

バザーを開いて売り上げを資金源にすることも一つの方法です。必要な物品も、みんなに声を掛

ければ意外と集まったりするものです。今やれる方法の中で工夫してやっていきましょう。 

Ｑ10： 居場所とふれあいいきいきサロンの違いってなに？ 

Ａ10：居場所もふれあいいきいきサロンも住民が集まり、交流し、楽しむ場であることは同じです。 

あえて、違いをつけるとしたら、居場所は、対象者、開催日時、場所、プログラムが決まって

いません（自由）。一方、ふれあいいきいきサロンは、対象者、開催日時、プログラムなどがあ

る程度決まっていていることが多いです。ただし、居場所にしろ、ふれあいいきいきサロンに

しろ、その地域の特色や目的により、形態はさまざまです。 

Ｑ11：最近の国の施策は、今まで行政が行っていたサービスを地域住民やボランティアに押し

付け安価でやらせようとしているんじゃないの？ 

Ａ11：地域住民によるたすけあい活動は、社会的に孤立している人と地域住民がつながり、さらに地域

社会へとつながる働きがあります。これは行政主体のサービスでは得られない働きで、地域住民

自身の活動だからこそ可能なことです。財政が厳しいから住民の活動に期待するのではなく、地

域社会のつながりを回復するために、住民に付託するのだととらえることが大切です。 
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第２節 小地域福祉活動を行う上で「ちょっと気になる“こと”と“ことば”」 

 

 

 

「ニッポン一億総活躍プラン」 

 誰もが社会で活躍できる全員参加型の社会 

であり、働き方改善、子育て・介護の環境整 

備、教育の環境整備、希望出生率 1.8 に向け 

た取組、介護離職ゼロ、GDP600 兆円に向け 

た取組を柱とした国の施策です。 

 この施策では、（子ども、高齢、障がいなど） 

全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に 

創り、高め合うことができる『地域共生社会』 

の実現に向けて、地域の多様な住民が役割を 

もち、支え合いながら協働しつつ、地域課題 

に取り組む「地域コミュニティの育成」等を 

めざしています。 

「我が事・丸ごと」地域共生社会 

「ニッポン一億総活躍プラン」の決定を受 

け、厚生労働省は、平成 28 年に「我が事と 

して取り組める地域づくり」と「丸ごとの相 

談支援体制整備」の実現を目指し、プロジェ 

クトを設置しました。 

厚生労働省の示すイメージ図には、住民の 

  生活に身近な地区を単位に、様々な課題を抱 

える住民を支えるために、「ご近所」「自治 

会」と共に、「地域の社会資源」を活かして、 

福祉等の活動を行う地域づくりをめざしてい 

ます。地区社協なども民生委員等とともに位 

置づけられています。 

｢地区社協｣｢福祉委員会｣は、「地域課題の把 

握」「地域活動を行う人材の発掘、育成(生涯現 

役社会の実現)」が期待される活動として示されています。 

｢地域包括ケアシステム｣ 

団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を 

目途に、病気や介護状態となっても住み慣れ 

た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで 

続けることができるよう、住まい・医療・介 

護・予防・生活支援が一体的に提供される 

“地域包括ケアシステムの構築”が進められ 

ています。地域包括ケアシステムは、地域の 

自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じ 

て作り上げていくこととされており、地域住 

民の参加と協力が不可欠です。 

 

 

38 

 

1 ちょっと気になる“こと” 

出典：地域包括ケア研究会報告書（厚生労働省） 

出典：｢ﾆｯﾎﾟﾝ一億総活躍プラン｣(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定)概要（首相官邸） 

出典：(資料 2)地域包括ケアの深化・地域共生社会の実現（厚生労働省） 



 

 
 

生活支援コーディネーター 

支援を必要とする人と地域にあるさまざまなサービスや｢人｣｢もの｣などの資源をつなげたり、サービ

スの開発、支援者間のネットワークの構築など、生活の支援に必要なことを調整する人（コーディネー

ター）です。 生活支援コーディネーターの担い手は、行政職員の場合、社会福祉法人や NPO 法人に

委託して実施している場合もあります。概ね３つのエリア（市町区域、小中学校区域、日常生活圏域）

で活動します。 

個人情報の保護に関する法律 

通称、個人情報保護法といいます。インターネットの普及や情報通信技術の発展などにより、個人の

さまざま情報が本人の意思に関わらず、他者に渡ってしまう（権利利益の侵害）危険性が高まったこと

などを受けて、平成 17 年４月に全面施行された法律です。この個人情報保護法は、小地域福祉活動を

行う際にも気をつけておかなければならない法律ですので、十分な理解が必要です。 

傾聴ボランティア 

傾聴ボランティアとは、相手の話に耳と心を傾けて聴くボランティアのことをいい、対象者や場所を

特定せずに活動をすることです。また、カウンセリングと異なり、専門的な知識や技術（アドバイスや

問題の解決など）は必要とせず、相手の話をあるがままに受け止めながら聴くことで、心のケアをする

活動です。 

地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、専門３職種（保健師もしくは看護師、社会福祉士、主任ケアマネージャー）

が配置されて、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防ケアマネジメント、権利擁護

など、高齢者が住み慣れた自宅や地域で生活できるように、相談に応じてくれる専門機関です。 

原則的に市町村に１ヵ所以上設置することになっていますが、定数に決まりはなく、市町村によって

配置数はさまざまです。 

民生委員・児童委員 

民生委員は、厚生労働大臣から委嘱（非常勤の特別職地方公務員・無報酬）され、地域において常に

住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」

を兼ねています。 

児童委員は、地域の子どもたちと家族に対する支援をとおして、子どもたちを見守り、子育ての不安

や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。（参照：厚生労働省資料） 

社会福祉法人 

 社会福祉法に定められた公益法人であり、高齢者や障がい者、子どもなど多様な利用者のために、入

所施設、通所施設、在宅ケアなど、福祉に関するサービス事業を提供する団体です。2017 年 4 月か

らは社会福祉法人制度改革をとおして、法人経営の透明性・公開性のみならず、サービスの質の向上、

地域への貢献活動などが期待されている。 

特定非営利活動法人 

通称、NPO 法人といいます。ボランティア活動や市民活動を中心に、社会貢献活動を行う営利を目

的としない（利益分配をしない）組織（団体）などを NPO といい、そのうち、法人格を有した NPO

を NPO 法人といいます。NPO 法人は、福祉分野を始め、医療分野、環境分野、農業分野など、さま

ざまな分野で活動しています。  
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おわりに 
 

｢居場所｣という言葉が地域のあちらこちらから聞こえてきます。サロン、カフェ、寄り

合い、など呼び方はさまざまですが、この言葉がどこかホッとした温もりを伝えるのはな

ぜでしょうか。 

 ひとは孤独を忍ぶことができても、孤立に耐えることはできません。ひとやものがつな

がっていてこそ地域が見えてくるのです。つながりのなかでこそ日々の暮らしやできごと

が立ちあがっていきます。普段着で、フッと立ち寄りたくなる顔見知りの安堵感がそこに

あります。挨拶を交わす何気ない｢馴染みの場所｣としての居場所です。 

 人生や生活においては、誰しもかけがえのない物語や風景を描きます。夢や希望、絶望

や諦め、歓喜や苦悩もまた、物語のなかの大切なエピソードです。子どもは独りで育つも

のではありません。おとなもまた多様な関係性のなかで生きがいや働きがいを膨らませま

す。その意味で、ひとは家族や地域をとおして世代から世代へとつながり、そこで生きる

ことの意味や価値を紡いでいくのです。「存在を証しする場所」としての居場所がそこに

はあります。 

 新たないのちを迎え、そこで暮らしをつくり、いのちが老いていく過程には、無数の歓

びと哀しみ、安心や不安が生まれます。幼子の声が弾むときおのずと笑顔が生まれ、子ど

もたちの学ぶすがたは豊かな未来を予感させます。 

家庭もまたいのちをつなぐ母港としての役割をもっています。老いてこれを支えていく

ための介護の時間、病に寄り添い息づかいを聴く時間は、生身の心身であればこそ避けて

通れない大切なテーマです。「生と死を映す場所」としての居場所です。 

 この「居場所」がほかならぬ「小地域」なのです。「小地域福祉活動」とは、共に在る

ことで生まれてくる「いのちの営み」を支えあい、分かちあい、そこで生じた課題を互い

に力を合わせて解きほぐしていく場所そのものなのです。 

 本書は、『小地域福祉活動のすすめ』と題して、地域での共生の可能性を証しするため

に編まれました。昨今の生きづらさ、暮らしにくさの状況を反映して、主に「困りごと」

を題材としています。 

およそ「困りごと」は個人や家族のなかにだけで生ずることではありません。ましてや

他人事としてこれを片付けることでもありません。むしろこれを共有しあい、ときに住民

同士が身近で手をたずさえ、ときに専門機関と協働して、ときに行政力を有効に活かして、

地域ぐるみで取り組むことができるならば、その多くは軽減され、解決されていくことで

しょう。その大切な機会において役立つことをめざしています。 

 紙幅もあり、すべての「困りごと」に対応することはできませんが、本書をたたき台と

して、多くの市民の議論と活動に供し、ささやかでも今後の「小地域福祉活動」に共に参

画できることを祈念いたしております。 

〔委員会を代表して  増田樹郎〕   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集  社会福祉法人  静岡県社会福祉協議会 

     小地域福祉活動リーダー養成プログラム作成委員会 

監 修  国立大学法人  愛知教育大学  増田 樹郎 

 

発 行  平成 29 年３月 

社会福祉法人 静岡県社会福祉協議会 

〒 420-8670 静岡市葵区駿府町 1-70 

 

 

 

 

 

 


